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北海道におけるブリの漁獲量の推移
資料：北海道庁「北海道水産現勢」に基づき水産庁で作成

増加

暖海性魚種であるブリ

レジームシフトへの対応

レジームシフトが
生じている可能性

魚種交代がみられる魚種の漁獲量の推移

沿岸漁業と沖合漁業の生産量の推移

個別地域の漁場環境の変化
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藻場面積の推移

（万ha）

藻場面積は約40年間で
４割減少

○ 日本近海の海水温は、100年間で1.14℃上昇しており、これに伴う海洋生物の分布域の変化等により、主要魚種の漁獲低迷
や北海道でのブリの漁獲増など、回遊性魚類の漁場及び漁獲量の変化等が報告されている。

○ また、藻場・干潟の面積は大きく減少した状態が続いている。
○ 政府は、「気候変動適応計画」（平成30年11月27日閣議決定）を定め、水産分野においては、海洋生物の分布域・生息場

所の変化に対応した漁場整備等に取り組んでいるところ。
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さけ・ます類

主要魚種の漁獲低迷

さんま、するめいか等の主要
魚種については、不漁が顕著

海水温上昇に対応した漁場整備

○ 山口県では、海水温上昇により暖海性魚類であるキジハタ
にとって生息しやすい海域が拡大したことから、キジハタの成
長段階に応じた漁場整備を実施。

大型のキジハタ(50㎝)が漁獲

H19‐23
（整備前）

R1
（整備後）

漁獲量 1,363kg 6,161kg
約4.5倍
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沿岸漁業

沖合漁業

海面養殖業

沖合漁業に比べ、沿岸漁業の
減少は緩やか

漁場の現状（海洋環境の変化）
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栄養塩の減少について

 瀬戸内海を始めとした閉鎖性海域において、栄養塩の減少等によりイカナゴの不漁やノリの色落ち等、生産への影響が示唆され
ている。

※DIN（溶存無機態窒素）とは、アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素の
合計（中国四国農政局統計部情報「灘別漁獲統計」及び農林水産省漁業・養

殖生産量統計年報「大海区都道府県振興局別統計」をもとに作成）

■瀬戸内海の漁獲量の推移
・1982年の約49万トンをピークに、
1990年代以降減少し、2017年には
3分の1以下の約14万トンと低迷。

・特にイカナゴの漁獲量は、80年代
の7万トンから、近年は1万トン前後
と激減。 （2018年は約3000トン）

・兵庫県の研究により、海域の栄
養塩の低下が、イカナゴの減少に
影響を及ぼしていることが示唆。

■瀬戸内海のノリ生産量と栄養塩環境

・ノリの生産量は、1983年の
45億枚をピークに、90年代以
降減少し、近年は約20億枚と

半減し、ノリの色落ち問題も
頻発。

・海域の窒素発生負荷量は1
日約600トンだっ たが、90年
代以降減少し、近年は約400
ト ンと3分の2に減少。

・栄養塩濃度（窒素）は、90
年代に約5μM/Lだったが、
近年では約3μM/Lと減少。

（※ノリ養殖には5～7μM/ L
の窒素濃度が必要とされ、
不足すると色落ちが始まる）

（環境省資料、瀬戸内海ブロック浅海定線観測データより作成）

■栄養塩と水産資源の関係（イメージ図）

・栄養塩とは、窒素やリンなど
の塩類の総称

・栄養塩は、海藻や魚類・二
枚貝などの餌となる動物・植
物プランクトンが増殖するため
に必要な物質。
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栄養塩対策について

漁業生産に寄与する
栄養塩管理方策の検討

漁場改善実証試験

通常運転時 管理運転時

岡山県児島湾における
栄養塩濃度の変化

• ノリ等の色落ち対策として、冬季に下水処理場の緩和運転を
行っている海域にて、シミュレーション等で栄養塩濃度の上昇を
確認。

• 二枚貝の餌として重要な微細藻類への栄養塩の影響

• 藻場の維持に必要な栄養塩濃度等の海域環境

• 小型浮魚の餌となる動物プランクトンと栄養塩濃度等との関係

などの調査を実施。

￥

下水処理場の緩和運転

栄養塩管理方策の検討

カタクチイワシ豊漁年と不漁年の春季において、栄養塩濃度が餌と
なる動物プランクトンの経年変動に影響を及ぼすことが示唆された。

 海域の栄養塩環境が水産資源生産の基礎を支える生物に対してどのような影響があるのかの調査研究、

適正な栄養塩管理モデルの構築のための基礎的データの収集を実施し、湾灘ごとに適切な栄養塩管理方策を検討。

 最適な栄養塩供給手法の開発等の漁場改善実証試験を支援。

（主な成果例）

栄養塩(硝酸)濃度
約6割減少

動物プランクトン
約2~3割減少

植物プランクトン
約6割減少

豊漁年に⽐べて、不漁年は

栄養塩管理モデル構築

モデルの構成図

• 効果的な海底耕耘や施肥などの最適な栄養塩供給手法を開
発中。

栄養塩

海底耕耘

• 海底にある栄養塩を漁場に
供給する技術を開発

• より効果的な手法を開発中

施肥による栄養塩供給

• 農業用肥料を養殖ロープにつり下
げる手法を開発し、廉価に海藻の
色落ちを防ぐことが可能に

• より簡便で効果的な手法を開発中
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⾚潮対策について

 地方公共団体等との連携の下、関係水域内の海洋環境、カレニアなどの魚類養殖に影響のある有害赤潮、ノリの色落
ちを発生させる珪藻赤潮について、モニタリング体制を構築。結果等を地方自治体や漁業者と共有し、餌止め等の対策に
より赤潮被害軽減に対応。

 赤潮の発生要因を分析し、発生予察手法の研究開発を実施。また、効果的な防除技術を開発中。

• 関係府県の試験研究機関と
連携し、赤潮プランクトン細
胞数や水温、塩分、栄養塩
類等の海洋環境モニタリン
グを実施

• ポータルサイトにて情報共有
• 赤潮発生要因を分析

珪藻赤潮対策技術

防除・対策技術の開発

・餌止め、餌止めに代わる赤潮対応餌の開発
・有害赤潮を直接消滅する技術開発
（粘土散布、改良赤潮防除剤等）

粘土散布

モニタリング

・施肥による栄養塩供給

有害赤潮防除・対策技術

初期の赤潮防除
対策として活用

瀬戸内海東部（有害赤潮・珪藻赤潮対策）

瀬戸内海西部・豊後水道（有害赤潮対策） ポータルサイト画面
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磯焼けの現状

海水温の上昇などの環境変化により、ウニ・アイゴ等の植食性動物による過剰な食害、高水温に弱いアラメなどの枯死・脱落な
どが発生し、藻場の面積は過去に比べて大きく減少。磯焼けが全国各地の沿岸で発生し、問題となっている。

藻場の衰退が認められる。(35都道府県)
藻場の衰退が認められない、あるいは不明。(4府県）

●磯焼けの進⾏
• 全国の８割以上で磯焼けが進⾏

1980年頃︓2４都道県 2015年︓３５都道府県

出典：水産庁調べ

磯焼け
原因を正確に把握した上で現地の海域の状況に応じて対策を講じることが重要。

（原 因） （対 策）
① ウニ・⿂による⾷害 ⾷害⽣物の駆除
② 海藻のタネ不⾜ 海藻の移植
③ 栄養塩の不⾜ 栄養供給
④ 海藻の定着しやすい環境がない ブロック等の設置

原因と対策
浅海の岩礁・転⽯域において、海藻の群落（藻場）が
季節的消⻑や多少の経年変化の範囲を越えて著しく衰
退または、消失して貧植⽣状態となる現象

ウニが多く海藻の芽⽣え
の少ない状況

都道府県ごとに「藻場・⼲潟ビジョン」（藻場・⼲潟の保全・創造に向けた実⾏計画）
を策定し、これに基づきハード・ソフト対策を推進。

「藻場・⼲潟ビジョン」策定にあたっての４つの視点
１．的確な衰退要因の把握 ２．ハード・ソフトが⼀体となった広域的対策の実施
３．新たな知⾒の積極的導⼊ ４．対策の実施に当たっての留意事項

(地⽅公共団体が中⼼となった実施体制の構築等)

●藻場⼲潟の保全・創造対策

藻場の造成 藻場の保全活動（ウニ駆除）
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藻場・干潟の保全

藻場・干潟は水産生物の産卵・成育の場としての機能や、有機物
の分解等による水質浄化機能を有し、沿岸域の良好な環境保全に重
要であることから、漁港漁場整備長期計画においても積極的な整備
を推進。

→豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進藻場の造成藻場の造成 干潟造成干潟造成

水産基盤整備事
業による藻場・
干潟造成の実施

出典：環境省「自然環境保全基礎調査」

【藻場の機能】

【干潟の機能】

藻場・干潟について 藻場・干潟整備の状況

①藻場・干潟の現存量の推移

藻場の面積 干潟の面積

出典：水産庁調べ（H28）

ha

藻場は30年で約8.3万ha（約4割）、干潟は60年で約3.5万ha（約4割）に減少した
が、近年は減少に歯止めがかかり、ほぼ同等な量で推移している。

万ha
万ha

②藻場・干潟の造成面積の推移

沿岸漁場整備開
発事業
（S51～
H13）

第１次漁港漁場
整備長期計画
（H14～18）

第2次漁港漁場
整備長期計画
（H19～23）

H28までに28,424haの藻場・干潟の造成を実施。H29～R3までの5年間で新た
におおむね7,000haの藻場・干潟の造成を推進する。

S51

10,602

10,602

16,596

5,994

5,660

22,256

おおむね
7,000

（目標）

20.8

14.6
12.5

（推計）

8.3

4.9 4.8
（推計）

第３次漁港漁場
整備長期計画
（H24～28）

10,602 10,602 10,602

5,994 5,994

5,660

12.6
（推計）

4.9
（推計）

10,602

5,994

5,660

6,168 6,168

28,424

第４次漁港漁場
整備長期計画
（H29～R3）
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サンゴの保全
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種苗放流・養殖技術開発、有害⽣物漁業被害対策について

 遺伝子解析による広域種の資源造成効果の検証や適切な放流費用負担体制構築を支援。

 環境変化（高水温）に適するノリの品種の実用化に向けた研究を実施。

 広域に出現し、二枚貝の食害など、漁業に大きな被害をもたらす有害生物（ナルトビエイ）の駆除を支援、等

ナ ル ト ビ エ イ の 推 定 回 遊 経 路
（ 周 防 灘 ）

ナ ル ト ビ エ イ の

胃 内 容 物

( 大 量 の 二 枚 貝 ）

ノリの品種改良の研究

ナルトビエイ

遺伝子解析による広域種の資源造成効果の検証の取組

×

親魚

人工種苗（子）
×

天然魚

再生産個体（孫）

天然海域

漁獲物のDNA分析

親魚・放流種苗の遺伝子
データベースの構築

照合

・ 放流場所と漁獲地点を検証することにより、放流の受益と負担の公平化
を検討

・ 資源造成・回復効果の高い放流手法や対象種に重点化

高水温適用品種の実用化
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トドによる沿岸漁業への被害

刺し網の破損

被害の現状

 年間約１０億円の漁業被害が発生（令和元年度北海道調べ）

• 直接被害：刺し網の破損等

• 間接被害：漁獲物の食害による価値低下、刺し網等の敷設数

の減少等

対 処

 生態調査や回遊動向調査を基に駆除や追い払い等の効率化

 トド管理基本方針を策定し、絶滅の危険性がない範囲で漁業

被害を最小化することを目標に年間約500頭を駆除

 忌避機材など各種追い払い手法を開発

 駆除や追い払いに取り組む漁業者等を財政的に支援

漁獲物の食害 漁獲物の食害 胃の内容物

 大きさ ：オスは3.4ｍ、体重１トン、メスは３ｍ、体重350ｋｇ
 繁殖 ：ロシア（千島列島、オホーツク海）、アメリカ（アリューシャン列島、アラスカ湾、カリフォルニア

など）

 来遊 ：例年10月～翌５月にロシアから北海道や青森県の日本海側と根室海峡に来遊。各地で魚介

類を摂餌し、春になると繁殖のためロシアへ向け北上
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海洋保護区の活用

 海洋保護区とは、 「海洋生態系の健全な構造と機能を支える生物多様性の保全および生態系サービスの持続可能な利用を
目的として、利用形態を考慮し、法律又はそのほかの効果的な手法により管理される明確に特定された区域」と定義。

 日本型海洋保護区の特徴として、漁業者の自主的な共同管理によって生物多様性を保存しながら持続的に利用していく海域
を設定。海洋生態系の適切な保護を通じて水産資源の増大に寄与。

各地域での漁業者による取り組み事例



12農林水産省気候変動適応計画（平成30年11月）概要（抜粋）

気候変動への対応①海面漁業



13農林水産省気候変動適応計画（平成30年11月）概要（抜粋）

気候変動への対応②海面養殖業



14農林水産省気候変動適応計画（平成30年11月）概要（抜粋）

気候変動への対応③造成漁場



15農林水産省気候変動適応計画（平成30年11月）概要（抜粋）

気候変動への対応④漁港漁村
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適切な管理措置の実施

水産政策の改革を支えるスマート水産業の取組

〇 ⽔産改⾰の
⽬指す将来像

⽔産資源の持続的な利⽤と⽔産業の成⻑産業化を両⽴させ、
漁業者の所得向上と年齢のバランスのとれた漁業就業構造を確⽴

⽔産資源の持続的な利⽤ ⽔産業の成⻑産業化

漁業・養殖業の
⽣産性向上 流通構造の改⾰ 取組の⽅向性

資源評価の⾼度化
資源評価対象種の拡⼤
資源評価の精度向上

 具体的な取組

〇 資源評価・管理の⾼度化と⽣産性の向上の双⽅に資するスマート⽔産業の取組を後押しするため
⽔産業において複数のデータを連携・共有・活⽤可能となる体制を整え、これを推進。

 政策の⽅向性

〇 漁協・産地市
場から産地市場
情報（⽔揚げ情
報）を電⼦的に
収集。各種報告
に活⽤。
〇 広域資源管理
システム(TACシス
テム）をIQ管理に
対応できるよう改
修。

〇 ⽣産と加⼯・流通が連携
し、ICT技術等の活⽤により
⽔産バリューチェーン全体の⽣
産性向上に取り組むモデルを
構築。

漁獲報告の電⼦化
IQ管理への対応

〇 特定⽔産動植物等の国
内流通の適正化等に関する
法律（⽔産流通適正化
法）への対応

〇 標本船（沿
岸漁船）から操
業情報（投網
回数や漁獲量
等）・漁場環境
情報（⽔温
等）を電⼦的に
収集する体制を
構築。

〇 電⼦的
漁獲報告体
制の構築
（⼤⾂許可
漁業から順
次拡⼤）

〇 漁場予測技術の開発と漁業者へ
の提供
○ドローンを活⽤した漁場探索技術
の開発実証
○ICTやAIを活⽤した養殖⽣産管
理の⾼度化
〇 ICTブイや⼈⼯衛星から取得され
たデータ等を⽤いて⾚潮発⽣予測情
報を提供。
〇浮沈式⼤規模沖合養殖の展開
○閉鎖循環式陸上養殖システムの
実⽤化
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２０２７年にスマート水産業により
水産資源の持続的利用と水産業の成長産業化を両立した次世代の水産業の実現を目指す

スマート水産業が目指す２０２７年の将来像

資源評価

200種程度の水産資源を対象に、電子データに基づき資源評価を
実施

電子データに基づく
ＭＳＹベースの資源評価が実現

生産者・民間企業で取得データの活用が進み、操
業・経営の効率化や新規ビジネスの創出が実現

漁業・養殖業

データ連携を推進し
データをフル活用した水産業を実現

データ連携を推進し
データをフル活用した水産業を実現

産地市場や漁協からデータを効率的に収集・蓄積

水産新技術を用い生産性・所得
の向上、担い手の維持を実現

〈養殖業〉
赤潮情報や環境データ等の情報を
速やかにスマートフォンで入手し、
迅速な赤潮防御対策を実施
ＩＣＴにより養殖魚の成長データ
や給餌量、餌コスト等のデータ化
により、効率的・安定的な養殖業
を実現

漁場の海流や水温分布などの詳細な漁
場環境データをスマートフォンから入
手し、漁場選定や出漁の可否に利用し、
効率的に操業を実現
蓄積したデータに基づき、後継者を指
導・育成

〈沿岸漁業〉
〈沖合・遠洋漁業〉

衛星データやＡＩ技術を利用した漁場形
成・漁海況予測システムを活用し、効率
的な漁場選択や省エネ航路の選択を実現
自動かつお釣り機等により漁労作業を省
人・省力化

Ａ社 Ｂ社
C社

クラウド
自動かつお釣り機漁場形成予測システム

ブイデータの共通化

沿岸漁場予測技術

〈技術普及〉

情報共有・人材育成

加工流通

全国の主要産地や意欲ある産地の生産と加工・流通
業者が連携して、水産バリューチェーンを構築し、

作業の自動化や商品の高付加価値化を実現

ＡＩやＩＣＴ、ロボット技術等により、荷さばき・加工現場を自動化
するとともに、電子商取引を推進するなど情報流を強化して、ム
リ・ムダ・ムラを省き、生産性を向上

ＩＣＴの活用により、刺身品質の水産物の遠方での
消費を可能とする高鮮度急速冷凍技術の導入や、鮮
度情報の消費者へのPRを図る情報流の強化を図る
ことで、高付加価値化を実現

画像センシング技術を用いた自動選別

そのうち、ＴＡＣ対象魚種については、原則ＭＳＹベースで資
源評価を実施
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資源評価の高度化・適切な管理の措置の実施に向けた取組について①

これまでの
取組と成果

＜資源評価対象⿂種の拡⼤＞
• 令和２年度に67種から119種に拡⼤。
＜産地市場・漁協からの産地市場情報（⽔揚げ情報）の電⼦的な情報収集の取組＞
• 全国各地の漁協・産地市場で、販売システムの導⼊状況や納⼊ベンダー等を調査。主要なベンダーと意⾒交換を実施。
• 複数の産地市場・漁協で情報収集システムを実証。産地市場情報を集約する全国データベースを構築。
＜標本船（沿岸漁船）から操業情報や漁場環境情報を電⼦的に収集する取組＞
• 令和２年度は24道府県で実証を⾏い、先⾏する都道府県で成果をとりまとめ。
＜その他＞
• 広域資源管理システム(TACシステム）をIQ管理に対応できるよう改修。

取組における
課題

＜産地市場・漁協からの産地市場情報（⽔揚げ情報）の電⼦的な情報収集の取組＞
• 漁協や産地市場から産地市場情報を収集する体制の普及が課題。
→ 漁協や産地市場にとって、資源評価のためだけでは、⽔揚げ情報を積極的に提供するインセンティブがないことに加え、データ
を提供するために業務システムの改修等に費⽤負担が発⽣。

対応⽅向
（令和３年度
以降の取組）

＜資源評価対象⿂種の拡⼤＞
• 令和３年度に200種程度まで拡⼤。
＜産地市場・漁協からの産地市場情報（⽔揚げ情報）の電⼦的な情報収集の取組＞
• 産地市場情報を、改正漁業法により義務化された漁獲報告として活⽤できることとし、漁獲情報を⼀元的に集約・蓄積する
ことにより、漁業者・漁協等へのメリットを創出。

• 漁協・産地市場が業務システムの改修等に活⽤できる経費を、令和２年度第３次補正予算にて措置し、体制の普及を図
る。

＜その他＞
• 画像解析技術を活⽤した漁獲物データ収集⼿法の本格的な開発を推進。
• ⼤⾂許可漁業の電⼦的な漁獲成績報告体制の構築を実施。

主要な漁協・産地市場から、400市場以上を目途に産地市場情報を収集する取組等を進める
ことで、電子データに基づくMSYベースの資源評価を実現
主要な漁協・産地市場から、400市場以上を目途に産地市場情報を収集する取組等を進める
ことで、電子データに基づくMSYベースの資源評価を実現
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スケトウダラ 、マアジ、マイワシ、マサバ、ゴマサバ、スルメイカ、ズワイガニ
アオダイ、アカガレイ、アカアマダイ、イカナゴ、イカナゴ類、イトヒキダラ、ウマヅラハギ、ウルメイワシ、エソ類、オオヒメ、カタクチイワシ、カレイ類、キアンコウ、キダイ、
キチジ、キンメダイ、ケンサキイカ、サメガレイ、サワラ、シャコ、ソウハチ、タチウオ、トラフグ、ニギス、ニシン、ハタハタ、ハマダイ、ハモ、ヒメダイ、ヒラメ、ブリ、
ベニズワイガニ、ホッケ、ホッコクアカエビ、マアナゴ、マガレイ、マダイ、マダラ、マナガツオ類、ムシガレイ、ムロアジ類、ヤナギムシガレイ、ヤリイカ、

平成30年度(計50魚種)

アオメエソ、アオリイカ、アカカマス、アブラガレイ、イシカワシラウオ、イセエビ、イボダイ、イラコアナゴ、ウチワエビ、エゾイソアイナメ、オニオコゼ、カイワリ、カサゴ、
カワハギ、キジハタ、キツネメバル、キントキダイ、クエ、クロザコエビ、クロソイ、クロダイ、ケガニ、コノシロ、サヨリ、サルエビ、シイラ、シログチ、シロサバフグ、シロメバル、
ジンドウイカ、スジアラ、スズキ、ソデイカ、タイワンガザミ、チダイ、トゲザコエビ、ハツメ、ババガレイ、ヒレグロ、ホウボウ、ホシガレイ、ホタルジャコ、ボタンエビ、マダコ、
マトウダイ、ミギガレイ、ミズダコ、モロトゲアカエビ、ヤナギダコ、ヤマトカマス、ヨシエビ、ヨロイイタチウオ

令和２年度(計119魚種)

アイゴ、アカエイ、アカエビ、アカガイ、アカシタビラメ、アカマンボウ、アカヤガラ、アサリ、アブラボウズ、アラ、アンコウ、イイダコ、イシガキダイ、イシダイ、イトヨリダイ、
イヌノシタ、ウバガイ、ウミタナゴ、エゾアワビ、エゾボラモドキ、エッチュウバイ、カガミダイ、カナガシラ、カミナリイカ、カンパチ、キュウセン、クジメ、クロアワビ、
クロウシノシタ、クロガシラレイ、ケムシカジカ、コウライアカシタビラメ、コショウダイ、コブダイ、コマイ、サザエ、シバエビ、シマアジ、ショウサイフグ、シライトマキバイ、
シラエビ、シリヤケイカ、シロギス、スナガレイ、スマ、タカベ、タナカゲンゲ、チカメキントキ、トコブシ、トヤマエビ、トリガイ、ナカヅカ、ニベ、ネズミゴチ、ノロゲンゲ、
ハガツオ、ハマグリ、バラメヌケ、ヒメジ、ヒラツメガニ、ヒラマサ、ホタルイカ、ボラ、マゴチ、マダカアワビ、マナマコ、マハタ、マフグ、マルアジ、メガイアワビ、メジナ、メダイ、
ユメカサゴ

令和３年度(計192魚種)

アイナメ、アカムツ、イサキ、イシガレイ、ウスメバル、ガザミ、キビナゴ、クマエビ、クルマエビ、コウイカ、ツクシトビウオ、ツノナシオキアミ、ハマトビウオ、ホソトビウオ、
マコガレイ、マルソウダ、メイタガレイ

令和元年度(計67魚種)

資源調査、評価の充実（資源評価対象魚種の拡大）‐続き‐

【資源評価対象魚種の拡大スケジュール】

 令和元年度は、これまで県が主体となり実施していた水産資源のうち、平成30年度の資源評価対象魚種に含まれな
い17種を加え、資源評価対象魚種を67種に拡大。

 令和２年度は、①県から要望を受けた31種、②大臣許可漁業の主な対象である15種、④広域で種苗放流されている
６種の合計52種について調査を開始し、119種に拡大。

 令和３年度は、条件に合う水産資源の中から、73種を選定、調査を開始し、192種に拡大。

調査データの蓄積→評価実施・結果公表 ※データ蓄積を通じ資源評価精度の向上を図る。

以降
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漁獲報告
システム

（国のシステム）

漁業者

アプリケーション等の利用

のどぐろ
↓

あかむつ

魚種名等を自動的に
標準化

販売管理
システム

STEP①
漁業者・漁協等が漁獲情報

を電⼦的に提供

STEP②
漁獲情報を⼀元的に

集約・蓄積

STEP③
国・都道府県の⾏政・
試験研究がデータを利⽤

都道府県のシステム

資源評価へ利⽤

TAC報告の
管理

漁獲状況の確認
閲覧

閲覧

利活用

最新技術によりセキュリ
ティを確保

データ送信

データ送信

データ送信

資源評価の高度化と適切な管理措置の実施に向けた一体的取組みについて

令和２年度に
データ収集の実証試験を実施

令和２年度全国データ
ベースを構築

令和２年度にほぼ全ての市場で
基礎的な調査を完了

・⽔揚げ⽇
・漁業種類
・⿂種
・⽔揚げ量など

産地市場・漁協

 改正漁業法に基づく許可漁業等の漁獲報告について、生産現場の事務的な負担を軽減した報告を可能とし、報告で
得られた水揚げ量等の各種データを資源評価等へ利用できる電子的情報収集体制の整備を推進。

 全国の主要な漁協・産地市場等からデータを収集するため、順次データ収集を行うためのシステムの現場導入を推
進（令和３年度200カ所の導入を目途）。
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これまでの
取組と成果

＜沖合・遠洋漁業における取組＞
• 衛星情報やAI技術等を活⽤し、アカイカ等について漁海況予測情報を提供。
＜沿岸漁業における取組＞
• 漁船による海洋観測網を構築し、海流や⽔温等のデータを利⽤して、７⽇先までを予測する漁海況予測技術を九州から⼭陰地域におい

て実証。
＜養殖業における取組＞
• 養殖業成⻑産業化総合戦略を策定（2020年７⽉）。沖合養殖や陸上養殖の技術開発を実証。
• 衛星情報等のデータを活⽤した⾚潮発⽣予測情報を養殖業者に提供するシステムが完成。

取組における
課題

＜沖合・遠洋漁業における取組＞
• 漁場を予測できる⿂種を拡⼤するためには、広域の観測データの⼊⼿が必要。
＜沿岸漁業における取組＞
• 沿岸域の漁場予測は、漁業者⾃らが⽔温等を観測する必要があるため、簡易なデータ取得⽅法が求められる。
＜養殖業における取組＞
• 沖合養殖においては、⼀層のコスト削減と省⼒化及び養殖に適した静穏域の確保が課題。
• 陸上養殖においては、施設整備のイニシャルコストや電気使⽤量等のランニングコストが⾼額であることが課題。
＜⼈材育成＞
• ⽔産新技術の社会実装には、若⼿⼈材等への情報提供や教育・普及が課題。

対応⽅向
（令和３年度
以降の取組）

＜沖合・遠洋漁業における取組＞
• サンマについて、漁場を予測する技術を開発し、サンマ漁船に漁場予測ソフトを実装化。⼀般船舶（フェリー等）からの観測データ取得を拡
⼤。 「しずく」後継機等の⼈⼯衛星データの更なる活⽤。

＜沿岸漁業における取組＞
• 簡易に⽔温等の観測ができる機器を開発し、簡易な操作が可能なアプリを開発実証。
＜養殖業における取組＞
• 沖合養殖においては、遠隔⾃動給餌システムを導⼊した⼤規模な沖合養殖プラントの展開、浮消波堤などによる養殖に適した静穏域の確
保の促進。

• 陸上養殖においては、インフラの整備やコスト低減のための地場のエネルギー（地熱、⾵⼒発電など）の利⽤等。
• 各地のICTブイの情報や⾚潮の発⽣予測情報等を集約して養殖業者等に提供するシステムの実⽤化。
＜⼈材育成＞
• ICTメーカーや研究機関等の有識者による⼈材バンクを⽴ち上げ、⽔産⾼校等向けの出前授業や技術提供を開始。

（沖合・遠洋）2023年度までに漁船1000隻以上が、短期漁場予測を含む衛星情報等による漁海況情報を活用
（沿岸）2021年度までに漁海況予測情報の提供により経験が少ない漁業者でも漁場到達できるスマート化を10県以上で実施
（養殖）2021年度までに赤潮発生予測情報等を共有する養殖業の高度化を10カ所以上の養殖海域での実施・普及を目指す

（沖合・遠洋）2023年度までに漁船1000隻以上が、短期漁場予測を含む衛星情報等による漁海況情報を活用
（沿岸）2021年度までに漁海況予測情報の提供により経験が少ない漁業者でも漁場到達できるスマート化を10県以上で実施
（養殖）2021年度までに赤潮発生予測情報等を共有する養殖業の高度化を10カ所以上の養殖海域での実施・普及を目指す

漁業・養殖業の生産性向上に向けた取組について
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漁業の生産性向上に向けた取組

10⽇先のサンマの漁場及び
漁獲量を予測して情報提供

浮沈式生簀浮沈式生簀
水産新技術の普及

教育機関において
新技術に関する授業等を実施

 ⽔温・塩分の分布予測や海流の⽅向・流速予
測の動画をスマホ上で表⽰

 ７⽇先の予測を⽬指し九州〜⼭陰海域におい
て漁船100隻程度によって実証試験を実施中

スマホで提供する漁海況予測情報 [沿岸]

漁獲量情報と衛星情報とあわせて、AI技術等を活⽤することにより、サン
マの漁場を予測して情報提供（93隻のサンマ棒受網漁船に搭載）

漁船に提供する漁場予測情報 [沖合・遠洋]

簡易CTDで観測
を⾏う様⼦

⽔温及び潮流の予測情
報（アプリで表⽰）

新規就業者にデータを⽤いて指導する
様⼦

• 焼津⽔産⾼校 令和２年11⽉、令和３年１⽉
• ⼩樽⽔産⾼校 令和３年１⽉

（令和２年度内に10県程度で実施予定）

情報を基に漁場探査する様⼦

漁海況予測情報の図

授業⾵景 実習⾵景

背景：⽔温
⽩・灰：漁場（推定）
⾚：漁場（聞き取り調査）

漁場探索ドローン技術の開発

⽇本船（1千トン級）
⽬視により⿂群探索

海⿃や海⾯の変化か
ら、餌を追っている
カツオの群れを探
索・発⾒し操業実施

ドローン
⼗分な⾶⾏性能、画像転送シス
テムを有するドローンの開発

海外まき網漁船

⿂群探索の様⼦
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養殖業の生産性向上に向けた取組

ICTブイデータを共通フォーマット化し、
⾚潮発⽣情報を重ね合わせて、養殖業
者に提供し、迅速な⾚潮防御等が可能

Ａ社ブイ C社ブイ
B社ブイ

スマホで養殖⿂の摂餌状況を確認
しながら、遠隔給餌が可能

餌代や⼈件費等の経費を可視化し、養殖
経営を管理

共通データフォーマット化したブイデータの
⼀元的管理（イメージ）

（有明海・⼋代海にて実証実験）

養殖管理システムの高度化 海洋環境情報の収集・活用

⾃動給餌器（提供：ウミトロン（株））

ドコモによる実証実験（提供：NTT docomo）

・餌の種類
・給餌量
・へい死数 等

<分析指標>

・⽣存率
・成⻑倍率
・増⾁量推移
・増⾁係数 等

・摂餌⾏動観察
・残餌量把握
・体⻑管理 等

・⽔温
・溶存酸素量
・塩分濃度 等

・気象情報
・市況情報
等

養殖管理クラウド

作業⽇誌 ⽣育管理 海洋観測

千葉県市原市（提供：(株)FRDジャパン）

全国的に広がりつつある循環式陸上養殖施設

陸上養殖技術

陸上養殖センター（⿃取県⽶⼦市）

大規模沖合養殖

沖合養殖+⾃動給餌システム（⿃取県境港市）
（提供：⽇鉄エンジニアリング）

大型生け簀
プラットフォーム

沖合養殖イメージ図

（提供：⽇本⽔産(株)）

三重県津市（提供：ソウルオブジャパン(株)）
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流通構造の改革に向けた取組について ①

これまでの
取組と成果

＜⽔産バリューチェーンの⽣産性向上に向けた取組＞
・ ⽣産と加⼯・流通が連携し、ICT技術等の活⽤により⽔産バリューチェーン全体の⽣産性向上に取り組むモデル
を構築するため、連携事業者の低コスト化・⾼付加価値化の取組を⽀援。（元年度12件、２年度９件）

＜⽔産流通適正化法の施⾏に向けた取組＞
・ 違法に採捕された⽔産物が既存の流通経路に混⼊すること等を防⽌するため、特定⽔産動植物等の国内流
通の適正化等に関する法律（⽔産流通適正化法）が令和２年１２⽉に成⽴。

取組における
課題

＜⽔産バリューチェーンの⽣産性向上に向けた取組＞
・ バリューチェーンによる⽣産性向上のためには、新商品開発に必要な機器整備が必要との声。
・ 今後マーケットインの発想に基づき取組を⾏おうとする者が、実践できる優良モデルの提⽰が必要。

＜⽔産流通適正化法の施⾏に向けた取組＞
・ 法に基づき、届出、漁獲番号の伝達、取引記録の作成・保存など、事務⼿続・書類が新たに発⽣することから、
その事務負担を軽減することが課題。

対応⽅向
（令和３年度
以降の取組）

＜⽔産バリューチェーンの⽣産性向上に向けた取組＞
・ 機器整備については、他事業を活⽤することにより、効果的な取組を実施。
・ 有識者によるフォローアップ委員会において優良モデルの取組を分析・整理を⾏い、マーケットインの発想に基づき
⽣産性が向上する⼿法をわかりやすく打ち出す。

＜⽔産流通適正化法の施⾏に向けた取組＞
・ 学識経験者や⽣産・加⼯・流通団体等により構成される検討会を開催し、対象⿂種や負担軽減のための電⼦
化の⽅法など、法律の施⾏内容について検討を⾏う。（令和４年１２⽉までに法施⾏）

全国の主要産地等に水産バリューチェーンを構築し商品の高付加価値化及び生産、流通、加工業者等の取り扱う
水産物の信頼性の向上、取引の円滑化を実現
全国の主要産地等に水産バリューチェーンを構築し商品の高付加価値化及び生産、流通、加工業者等の取り扱う
水産物の信頼性の向上、取引の円滑化を実現
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流通構造の改革に向けた取組について ②

産地：枝幸
⿂種：ホタテ 等

産地：深浦、気仙沼
⿂種：ベニズワイガニ、カ
ジキ類、ホヤ

産地：銚⼦
⿂種：サバ類 等

産地：清⽔、三崎、三重
⿂種：マグロ類、カキ

産地：富⼭、⿂津、
⿂種：ブリ、ホタルイカ 等

産地：⻑崎、松浦、⿅児島
⿂種：サバ類、アジ類、ブリ 等

産地：萩
⿂種：アマダイ、マダイ、
イカ 等

主な産地：徳島、⾼知
主な⿂種：アジ類、サバ類 等

全国の産地における⽔産バリューチェーンの構築状況 ・⽶国への輸出には⽣産から輸出に⾄る品質管理の基準をクリアし、トレーサビリティの
確保が必要。
・⽶国の⼤⼿⼩売は調達基準を設けており、それを⼗分に満たすMSCやASCの取得が求め
られる。

 生産と加工・流通が連携し、ICT技術等の活用により水産バリューチェーン全体の生産性向上に取り組むモデルを構
築するため、連携事業者の低コスト化・高付加価値化の取組に支援を実施。令和元年度12件、令和２年度９件を支援。

 支援した取組に対し、支援終了後も、国によるフォローアップを実施し、優良モデル構築（2023年度までに10事例
以上）に向け、連携事業者の取組の成果を分析整理。
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 国内において違法に採捕された水産物の流通により、水産資源の持続的な利用に悪影響が生じるおそれがあり、そ
れらの流通を防止するため、輸出も含めた国内流通を適正化する措置を講ずる。

 国際社会において、ＩＵＵ（違法・無報告・無規制）漁業への対応の必要性が高まっており、海外において違法に
採捕された水産物について、我が国でも輸入を規制する措置を講ずる。

流通構造の改革に向けた取組について ③

○ ⽔産流通適正化制度について

３ 輸出規制
１の⽔産物やその加⼯品の輸出事業者は、輸出の際、農

林⽔産⼤⾂が適法に採捕された⽔産物であることを証する
書類（証明書）を添付する。

４ 輸⼊規制
特定の⽔産物の輸⼊事業者は、輸⼊の際、輸⼊元の外国

政府が発⾏する適法に採捕された⽔産物であることを証す
る書類（証明書）を添付する。

１ 漁業者等の届出
特定の⽔産物を採捕する漁業者等は、⾃⼰が適正な権限

を有する漁獲者である旨を⾏政機関に届け出るとともに、
⽔産物ごとに漁獲番号を付して譲渡する。

２ 取引記録の作成・保存
漁業者・流通業者・加⼯業者等は、１の⽔産物の取引に

係る記録を作成・保存する。

法律の主な内容

・１〜３の対象は、国内における違法漁獲のおそれが⼤きい⿂種を想定。
・４の対象は、国際的に違法漁獲のおそれが⼤きい⿂種を想定。
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水産業におけるデータ連携の推進に向けた取組について①

これまでの
取組と成果

•スマート⽔産業の社会実装に向けた取組を推進するため、ICT利⽤について先⾏する企業、学識経験者、⽔産関
係団体、試験研究機関等の協⼒を得て、「⽔産業の明⽇を拓くスマート⽔産業研究会」を開催し、推進⽅策につい
て検討を実施。
•検討結果については、令和元年度末にとりまとめられ、⽔産庁に提出。

取組における
課題

•データ連携を活⽤したスマート⽔産業を推進していくため、以下の３点に取り組む必要があると提⾔。
１、現場の⽣産者が積極的にスマート⽔産業に取り組みたくなるような成功事例の創出・拡⼤
２、データ利活⽤の推進に向けたデータポリシーの確⽴、データ標準化
３、将来にわたってスマート⽔産業が⾃主的・⾃律的に取り組まれていくための⼈材育成・普及啓発

対応⽅向
（令和３年度
以降の取組）

•令和２年度から３年度にかけて、以下の取組を推進し、データ連携を活⽤したスマート⽔産業の実現を⽬指す。
１、成功事例の創出・拡⼤に向けた実証を実施
２、データポリシーの確⽴やデータ標準化の検討を⾏うため検討会を設置
３、⼈材育成・普及啓発のため、出前授業等を⾏う体制等を確⽴

データ連携を活用したスマート水産業を推進し、水産資源の評価・管理の高度化、
効率的な操業・経営の支援、新規ビジネスの創出を支援
データ連携を活用したスマート水産業を推進し、水産資源の評価・管理の高度化、
効率的な操業・経営の支援、新規ビジネスの創出を支援
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データポリシー整備・
データ標準化の推進

令和２年度から産学官の有識者により、デー
タ標準化・データポリシーの整備に向けた協議
を開始

システムベ
ンダー

⼤学教授

試験研究
機関 法律専⾨家

漁業者
団体

データ連携を活⽤した
成功事例の創出

スマート⽔産業の
普及啓発のための取組

オホーツク海さけ定置網
漁業プロジェクト

得られたデータは、試験研究機関に提
供され、⽔産業の発展のために活⽤

東シナ海マグロはえ縄
漁業プロジェクト

⽔産業の現場でデータ連携を活⽤した
サービスを実証し、優良事例を創出

成功事例の紹介等を通じ、データの連携・
活⽤の有効性をアピール

令和３年度に、データポリシー
の検討結果を、ガイドラインとし
て取りまとめる予定。
また、データ標準化について
も、標準化の対象を拡⼤する
などして、引き続き検討を進め
る予定。

データポリシーや標準化の対象の充実を図る

令和２年度から、スマート⽔産業の⼈材
育成・普及啓発のために、スマート⽔産業
における⼈材バンクを⽴ち上げ、⽔産⾼校
の要望に応じて、有識者を派遣して⾏う出
前事業や技術普及を実施。

若⼿漁業者の着業を
促進することで、年齢
のバランスのとれた就
業構造を⽬指す

⼈材バンクの充実とともに、
出前授業等の取組について周知を図る

水産業におけるデータ連携の推進に向けた取組について②

スマート水産業研究会での提言への対応
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鮭定置網漁業

ICTブイ

事業受託者（システムベンダー）
のサーバー

⽔産業データ
連携基盤

漁業協同組合

漁
場
・
漁
獲
・
資
源
情
報
の
把
握

将来的に川中・川下も含む様々な関係者によるネットワークへ拡⼤

専⽤APIによる
データ利⽤の迅速

化・簡素化

⿂群探知機

漁獲成績アプリ

漁獲情報（⿂種・量・操業⽇など）の提供

環境情報（深度別⽔温・潮流・流速など）の提供

資源情報（漁場位置・⽔深別尾数など）の提供

解析情報の確認・過去データの利⽤
資源情報に応じた適切な操業の実施、
⾃主的資源管理の実施

漁場全体の資源情報の提供や
種苗放流時期の判断・助⾔

試験研究機関・⼤学

各種情報を取得・解析

オホーツク海サケ定置網漁業プロジェクト（斜里町）

水産業におけるデータ連携の推進に向けた取組について③：成功事例の創出

 漁業者による自主的資源管理の推進と、海洋環境の変化に対応し生産量の安定を図ることを可能とするデータ連携
の仕組み作りが目的。

 得られる漁場環境や操業の情報を漁業関係者以外の行政・試験研究機関も利用。
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 「漁業・養殖業の成長産業化」を目指していく上では、他分野との協力が必要

スマート水産業の普及に向け必要な他分野との協力

現状 必要な協⼒
漁場形成予測等に活⽤するため、沿岸に近い海域での⽔温観測
情報の充実が必要

 循環変動観測衛星「しずく」後継機の打ち上げ供⽤開始
（2023年に計画）

 フェリー等の⼀般船舶の⽔温等観測データの収集

沿岸域では、ICTブイなど携帯電話網を活⽤した機器によりデータ収
集を⾏っている

 全ての沿岸域での基地局の整備が必要

沖合・遠洋漁業については、衛星通信を活⽤してデータの送受信
や乗組員のWifi利⽤を⾏っている

 衛星通信を活⽤したサービス（インマルサット等）は、利⽤料
が⾼額であり、更なる低減が必要

陸上養殖や漁船の電化など、スマート⽔産業の推進により、漁村
地域での電⼒使⽤が増加

 漁村地域での、再⽣可能エネルギーの活⽤を含め、安定的
かつ安価な電⼒供給の実現が重要



漁港・漁場・漁村をめぐる事情

令和３年４月

未定稿
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漁港の現状について漁港の現状について

○日本沿岸の津々浦々に、２，７９０港の漁港が存在している。

○各地域の水産業形態にあわせ、効率的な水産業が営まれるよう漁港を整備。

○漁港の種類と数

●

焼津漁港

●

●

●

●

●

●
●●

●

●

●

●

三崎漁港

銚子漁港

気仙沼漁港

石巻漁港

塩釜漁港

八戸漁港

境漁港
浜田漁港

下関漁港

枕崎漁港

長崎漁港

博多漁港

総数 ： ２，７９０港（令和2年4月1日現在）
第１種（その利用範囲が地元の漁業を ： 2,052

主とするもの）
第２種（その利用範囲が第１種漁港より広く、 ： 525

第３種漁港に属しないもの）
第３種（その利用範囲が全国的なもの ： 114

特定第３種漁港を含む）
第４種（離島その他辺地にあって漁場の開発 ： 99

又は漁船の避難上特に必要なもの）

特定第３種漁港
水産業の振興上特に重要な
漁港で政令で定めるもの
（全国で１３漁港）

漁
場

漁
場

漁
場

養
殖
場

流通拠点

生産拠点

生産拠点

消費地へ
出荷

一般漁港

一般漁港養
殖
場

我が国は世界第６位の排他的経済水域
を有し、海岸線延長は3万5千kmであり
12kmおきに漁港が存在

各地域の水産業形態にあわせ、流通拠
点漁港、生産拠点漁港、一般漁港によ
り機能分担

＜流通拠点＞
産地市場の統廃
合を見通し、将来
的にも水産物流
通の拠点となる
漁港

＜生産拠点＞
大規模な養殖機
能や避難機能を
有するなど水産
物生産活動の
中核的な拠点
となる漁港

＜一般漁港＞
沿岸漁業や養殖
業等の生産活
動を支える基盤
としての漁港

小規模な漁港が大半を占める第１種及び第２種で、
我が国の沿岸漁業、養殖業の多くを生産

第1種
30.0％

第２種
33.4％

第３種
20.5％

第３種
（特定）
7.3％

第４種
8.9％

（総数 1,225千ﾄﾝ）

約６３％

【沿岸漁業】

参考：港湾の総数は932港（国際戦略港湾5,国際拠点港湾18,重要港湾102,地方港湾
807）

※令和2年4月1日現在

平成21年
(2009)

26
(2014)

29
(2017)

30
(2018)

令和元年
(2019)

2
(2020)

 漁　港　数 2,916 2,909 2,860 2,823 2,806 2,790

　第１種 2,206 2,179 2,128 2,089 2,069 2,052

　第２種 496 517 519 521 524 525

　第３種 101 101 101 101 101 101

　特定第３種 13 13 13 13 13 13

　第４種 100 99 99 99 99 99
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漁業用通信施設

養殖用作業施設

製氷・冷凍・冷蔵施設

補給施設（給水、給氷、給油、給電）

航路標識

水産種苗生産施設

漁港厚生施設

水産倉庫

加工場

漁港管理施設

漁船漁具保全施設

廃船処理施設

船揚場

増殖場
漁港環境整備施設（広場、

植栽、休憩所等）

護岸

泊地
浮桟橋

道路

防波堤
航路

魚礁

浮魚礁

養殖場

魚礁

岸壁・物揚場

漁港施設用地

駐車場

漁港浄化施設

廃油処理施設

漁村生活環境施設（集落道、水産飲雑用水施設、
集落排水施設、防災安全施設、緑地・広場等）

荷さばき所

野積場

保護・育成礁

藻場

干潟

漁場観測施設

漁港施設

漁場施設

漁村生活環境等

水産基盤整備事業

漁港・漁場・漁村のイメージ漁港・漁場・漁村のイメージ
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拠点漁港等の競争力強化拠点漁港等の競争力強化

漁船船齢の高齢化、漁船の大型化

資料：水産庁調べ

全国漁港陸揚量に占める流通拠点漁港（約150漁港）の推移

83 94

166

210

126

24
6 1 0

0

50

100

150

200

250

漁
港

数
（
漁

港
）

最終整備からの経過年数（年）

耐用年数：24年

多数の施設が施設の
耐用年数である24年を経過

冷凍冷蔵施設の老朽化状況

○ 水産業の競争力と輸出促進を図るため、高度衛生管理型荷さばき所・大水深岸壁の整備など、漁港の機能を強化し
てきたところ。

○ 冷凍冷蔵施設の老朽化が進行していることから、今後の更新需要に合わせ、冷凍冷蔵能力の確保が必要。
○ 老朽化した漁船の代船建造が進む中、改革型漁船の導入により漁船が大型化しており、岸壁・泊地の延伸や増深が

求められている。

○水産基盤整備による
冷凍・冷蔵施設の整備
実績：５地区

○海まき船の大型化予定
令和２～６年度に10隻程度が建造予定

（３漁港）。

現行 大型化後

トン数 349トン 760トン

所要水深 7.0m 9.0m

○漁船船齢の構成＜２０～１９９トン＞

（※水産基盤整備事業、水産業強化支援事業（前身事業を含む）、

水産業競争力強化緊急施設整備事業により整備した荷さばき所
の整備状況）

衛生管理型荷さばき所の整備実績

全国73港で整備を実施

57.9%

63.3%

55%

57%

59%

61%

63%

65%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

陸
揚

量
に

占
め

る
割

合

西暦（年）

資料：水産庁調べ

全国の漁港陸揚量に占める
流通拠点漁港の割合は増加傾向

漁船の高齢化の進
行により、代船の
建造需要が増加

船齢30年以上：
約180隻

※流通拠点漁港とは、主要な水産物の
産地市場を開設している漁港をいう

H29 R2

海まき船（大型）の隻数 ７隻 10隻

対応した岸壁 ３バース ８バース
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養殖業成長産業化との関連養殖業成長産業化との関連

○ 水産資源の漁獲が不安定な状況を踏まえ、農林水産省は、「養殖業成長産業化総合戦略」を策定し、養殖業の成長産業化に
向けた将来の姿を示すとともに、戦略的養殖品目及び輸出額目標を設定。

○ また、養殖業の成長産業化には、マーケットイン型の転換が必要であるが、需要に応じた安定的な供給体制の構築のため、
養殖適地の拡大や安定的な種苗の確保、非効率な作業環境の改善等を推進。

農林水産物の輸出目標

出典：農林水産省（農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議）

2030年までに
輸出５兆円を目標

（うち水産物：1.2兆円）

現行長期計画 次期長期計画

（水産物：0.6兆円）

品目 2019年実績 2025年目標

ぶり 229億円 542億円

たい 35億円 193億円

ホタテ貝 447億円 656億円

○輸出重点品目の輸出額目標

（水産物：0.3兆円）

戦略的養殖品目

養殖場と連携した漁港の一体的整備

○ 鹿児島県において、養殖ブリのさらなる輸出拡大に向け、屋根
付き岸壁や閉鎖型の荷さばき所を整備し、輸出量・金額の拡大を
実現。（薄井漁港）

0

500

1,000

1,500

2,000

0

500

1,000

H23 H24 H25 H26 H27

輸出量（トン）

輸出金額（百万円）

（トン）
（百万円）

養殖ブリ類の輸出量・
輸出金額が増大

荷さばき所
現在または将来の生産環境を考慮して、我が国養殖業の

強みを生かせる養殖品目を養殖品目として設定
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防災・減災、持続可能なインフラ管理防災・減災、持続可能なインフラ管理

漁港関係施設（漁港施設・海岸保全施設）の被害額 漁港施設の老朽化の現状

市町村の漁港漁場担当職員

図１ 市町村（全403漁港管理者）における
漁港漁場の担当職員数（管理職を除く。）

図２ 市町村（全403漁港管理者）における
漁港漁場の担当技術系職員数（管理職を除く。）

【令和３年１月 水産庁アンケート】

○ 近年、台風・豪雨や低気圧災害が激甚化し、漁港関係施設の被害が増大しており、沖波等設計条件の見直しを含めた漁港漁
村の強靱化対策を推進。

○ また、20年後には漁港施設の６割以上が建設後50年を経過するなど、漁港施設の老朽化が進行しており、予防保全型の維
持管理の実施が必要。

○ 一方、これらの漁港を管理する市町村のうち、漁港漁場の担当職員を1名しか配置できないところが半数近くあり、また３割
は、漁港漁場の担当に技術系職員を配置できないなど、施設管理の効率化・省力化が課題。

沖波の見直し状況

被
害
額

(

億
円)

北海道胆振
東部地震

熊本地震
東日本大震災
8,230億円

8,279億円

～

8,000億円

台風・豪雨等による被害は10年間で約3倍

台風16号、
九州北部豪雨等

台風10号等

平成30年
７月豪雨等

台風19号等

沖波を設定して
いる都道府県 うち、10年以内

に沖波を見直し
前回設定から

10年以上が経過

39 13 26
※令和２年８月時点

約７割の都道府県において、今後沖波の見直しが必要

台風9号
、10号等 注）岩手県、宮城県及び福島県を除く。R2.3月末現在。

建設後５０年を経過する漁港施設の割合

施設名 R2年3月 R12年3月 R22年3月

外郭施設（防波堤等） 21.4% 39.7% 66.0%

係留施設（岸壁等） 11.5% 33.0% 64.8% 

※約2,600漁港において個別施設計画を策定（令和２年度末目標）

※今後30年間に必要な維持管理・更新費は約3.5兆円と推計しており、事後保全の場合
の約6.6兆円と比べて約５割低減されている（維持管理・更新費は、今後の新技術開発
や社会状況等の要因によりコストの低減が図られることも想定される）。

【水産庁所管の漁港施設、漁場の施設、漁業集落環境施設、海岸保全施設が対象】
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漁場の現状（海洋環境の変化）漁場の現状（海洋環境の変化）

北海道におけるブリの漁獲量の推移
資料：北海道庁「北海道水産現勢」に基づき水産庁で作成

増加

暖海性魚種であるブリ

レジームシフトへの対応

レジームシフトが
生じている可能性

魚種交代がみられる魚種の漁獲量の推移

沿岸漁業と沖合漁業の生産量の推移

個別地域の漁場環境の変化

20.8

14.6
12.5 12.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

昭和53 平成10 19 28年

藻場面積の推移

（万ha）

藻場面積は約40年間で
４割減少

○ 日本近海の海水温は、100年間で1.14℃上昇しており、これに伴う海洋生物の分布域の変化等により、主要魚種の漁獲低迷
や北海道でのブリの漁獲増など、回遊性魚類の漁場及び漁獲量の変化等が報告されている。

○ また、藻場・干潟の面積は大きく減少した状態が続いている。
○ 政府は、「気候変動適応計画」（平成30年11月27日閣議決定）を定め、水産分野においては、海洋生物の分布域・生息場

所の変化に対応した漁場整備等に取り組んでいるところ。
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千
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さんま

するめいか

さけ・ます類

主要魚種の漁獲低迷

さんま、するめいか等の主要
魚種については、不漁が顕著

海水温上昇に対応した漁場整備

○ 山口県では、海水温上昇により暖海性魚類であるキジハタ
にとって生息しやすい海域が拡大したことから、キジハタの成
長段階に応じた漁場整備を実施。

大型のキジハタ(50㎝)が漁獲

H19‐23
（整備前）

R1
（整備後）

漁獲量 1,363kg 6,161kg
約4.5倍
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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沿岸漁業

沖合漁業

海面養殖業

沖合漁業に比べ、沿岸漁業の
減少は緩やか
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直轄漁場整備事業直轄漁場整備事業

出典：海上保安庁「日本の領海等概念図」を加工し作成
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マアジ サバ類 マイワシ

100

204

約２倍

【マウンド礁整備前後の漁獲量の比較 】【 マアジ平均体重（１歳魚） 】

【漁獲調査から推定したズワイガニ生息密度】

図１：マウンド礁（五島西方沖地区）の効果

図２：保護育成礁の効果

日本海A海域(富山県以西)におけるズワイガニ漁獲量の推移

図３：保護育成礁の効果

（ｔ）
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A海域のうち保護育成礁周辺の漁獲量
A海域のうち保護育成礁周辺の占める割合

事業実施地区

①日本海西部地区 (保護育成礁 )
② 隠 岐 海 峡 地 区 ( マ ウ ン ド 礁 )
③ 対 馬 海 峡 地 区 ( マ ウ ン ド 礁 )
④ 大 隅 海 峡 地 区 ( マ ウ ン ド 礁 )
⑤ 五 島 西 方 沖 地 区 (マ ウ ン ド 礁 )

国直轄漁場整備の整備位置

○ 直轄漁場整備事業（フロンティア漁場整備事業）は、排他的経済水域において、TAC魚種を対象に水産生物の保護・増殖を
目的として、現在、全国３ヶ所において実施。

○ アジ・サバ・イワシを対象としたマウンド礁（五島西方沖地区）は、マウンド礁で釣獲したマアジ１歳魚の体重が対馬暖流
系群の平均体重に比べ約1.5倍、マウンド礁周辺の漁獲量は約２倍となるなどの高い効果を発揮(図１参照)。

○ ズワイガニ等を対象とした保護育成礁は一般海域に比べ約２倍のズワイガニが生息(図２参照)。日本海A海区（富山県以西）
のズワイガニ漁獲量は漸減傾向にあるが、保護育成礁周辺の漁獲量は安定しており、その漁獲割合は1/4を占めるなど、資源
回復と漁獲の安定に貢献(図３参照)。

【完成】

【完成】
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・構成員の⾼齢化、発揮活動の担い⼿不⾜、
後継者不⾜が課題

・企業やNPO等他主体との連携を模索

平成28年度活動組織数︓671
平成29年度活動組織数︓703
平成30年度活動組織数︓738
令和元年度活動組織数 ︓751
令和２年度活動組織数 ︓748

35%

36%

29%

活動組織は多様な年
齢層で構成され、後
継者が育っている

⾼齢化が進んでおり、
後継者がいない

組織の年齢層は多様
だが、後継者は育成
していない

N=351

出典︓JF全漁連・全内漁連によるアンケート（令和元年度）

活動組織の脆弱化活動組織の分布

水産多面的機能発揮対策の現状と課題水産多面的機能発揮対策の現状と課題

水産多面的機能発揮対策事業において、令和２年度現在で7４８の組織が活動を実施
水産多面的機能発揮対策事業の課題としては、活動組織の脆弱化が挙げられる。
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漁村の現状漁村の現状

○ 我が国漁業者１人当たりの漁業生産量、生産額は近年増加傾向にあるものの、多くの漁村の産業基盤である沿岸漁

船漁業を担う者の所得は減少傾向である。

○ さらに、漁村の高齢化・人口減少が進む中、地域の総所得の減少が懸念されることから、新たな漁村の所得向上と

雇用創出が不可欠である。

○ また、漁村人口規模が小さいほど、高齢化率が高いことから、漁村の特性に応じた活性化対策が重要である。

（単位︓万円）

H20 H27 H28 H29 H30

沿岸漁船漁家 238.8 261.2 234.9 218.7 186.4 

【沿岸漁船漁家の個⼈経営体の漁業所得】

【漁村⼈⼝の推移】

沿岸漁船漁業者の所得は減少傾向

漁村は⼈⼝が減少傾向で⾼齢化率も上昇

※平成23年度調査以降は、岩⼿県、宮城県、福島県の3県を除く。
（全国の⾼齢化率）出典︓国勢調査（H17・H22・H27）・⼈⼝推計（その他年度）
※漁港背後集落調査における現状把握のための実態調査において、上図に記載の年度は公表年度であり、
⽤いたデータは公表年度の前年度末時点のもの。

減少

※農林⽔産省「漁業経営調査報告」に基づき⽔産庁で作成。
※「漁業経営調査報告」の個⼈経営体調査の漁船漁業の結果から10トン未満分を再集計し計算した。
※平成23（2011）年調査は、岩⼿県、宮城県及び福島県の経営体を除く結果である。
※平成24（2012）〜30（2018）年調査は、東⽇本⼤震災により漁業が⾏えなかったこと等から、福島県
の経営体を除く結果である。
※所得には、補助・補償⾦（漁業）を含めていない。

出典：水産白書

【漁業者１⼈当たり⽣産量、⽣産額】

※農林⽔産省「漁業センサス」（昭和63（1988）年、平成５（1993）年、10（1998）年、15
（2003）年）、20（2008）年、25（2013）年及び30（2018）年、漁業就業者数）、「漁業就業動向
調査」（その他の年、漁業就業者数）、「漁業・養殖業⽣産統計」（⽣産量）及び「漁業産出額」（⽣産
額）に基づき⽔産庁で作成
※平成23（2011）及び24（2012）年は、岩⼿県、宮城県及び福島県を除く（内⽔⾯漁業・養殖業産出
額は、⿂種ごとの全国平均価格から推計。）。

【集落における⾼齢化の状況（H31）】

※⾼齢者とは65歳以上の者をさす。

集落規模（人口） 0-99 100-499 500-999 1,000-4,999

集落数 1,037 2,036 587 427

高齢者の割合
（上記規模集落の全人口に占める割合）

52.0% 45.0% 40.9% 35.8%

（参考）
高齢化率50％以上集落数

615 650 90 25

250 248 245 240 237 234 

212 209 206 203 199 

195 192 192 184 180 

28.9 29.4 30.4 31.2 31.7 32.2 32.5 33.2 34.0 35.1 36.3
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漁村活性化漁村活性化
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西暦（年）

登録漁船隻数

漁業就業者数【右軸】

登録漁船隻数【左軸】（流通拠点漁港のみ）

登録漁船隻数と漁業就業者数の推移

2007年（H19） 2017年（H29） 減少率

登録漁船隻数 221,824 164,915 ‐25.7%

うち流通拠点 28,586 23,880 ‐16.5%

うち流通拠点以外 193,238 141,035 ‐27.0%

【登録漁船隻数の推移（全体及び流通拠点漁港】

流通拠点漁港における減少の傾向は緩やか

登録漁船隻数はピーク時からほぼ半減

○ 登録漁船隻数は、1985年の約31万隻をピークに減少が続き、2017年にはほぼ半減している中、流通拠点漁港における減少の
傾向は緩やかであるが、流通拠点以外の漁港において隻数の減少が顕著。

○ 登録漁船、利用漁船隻数がともに漁港の指定基準である「20隻」を下回る漁港が10年間で1.6倍に増加し、全体の20％を占める。
特に、第１種漁港では26%に達しており、中小規模の漁港でストックに余裕が生まれている傾向。

○ 一方、漁港ストックを活かし、漁港の水域・陸域を利用した増養殖が増加。
○ これまで、都市漁村交流を推進してきたが、近年は横ばい傾向であり、漁業関係者や民間事業者と連携し、交流拠点として漁港施

設の更なる有効活用が求められている。

種別 H19 H24 H29 （参考）

第1種 354 462 552 2,089

第2種 3 8 7 521

第3種 0 0 0 114

第4種 5 5 5 99

計 362 475 564 2,823

資料︓漁港の港勢調査より⽔産庁が作成

登録漁船、利用漁船隻数がともに
20隻未満の漁港数の推移

漁港における養殖の取組

交流人口、水産直売所等交流施設、日本人国内旅行消費額の推移
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港
）

陸上養殖の実施漁港数（累積）

陸上養殖の実施件数は増加傾向
（主な対象⿂種は、アワビ、ヒラメ）

出典：水産庁調べ 件数は漁港数ベース

件数 計

水域 385
529

陸域 144

○増養殖を実施している漁港数

○陸上養殖を実施している漁港数の推移

※（参考）︓平成29年の漁港数

（単位︓億円）

H27 H28 H29 H30 H31

漁村における交流人口（千人） 19,630 19,752 19,854 20,024 20,222

水産物直売所の施設数（箇所） 633 655 672 669 578

漁港内食堂の施設数（箇所） 1,054 995 951 969 873

H29 H30 R1 R2

日本人国内旅行消費額（1-12月期） 211,130 204,834 219,312 98,981

減少

⼤幅
減少

微増

横ばい
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浜の活力再生プラン（浜プラン）浜の活力再生プラン（浜プラン）

人口減少と少子高齢化による地方の活力低下が懸念される中、地方創生の観点からも、漁業地域の活性化が重要。

 このため、浜ごとの特性を活かした創意工夫のもと、漁業者自らが中心となり地域一体となって、漁業所得向上※を目指す行動計

画である「浜プラン」の策定に取り組んでいるところ（平成25年度より）。

※当該プランでは、漁業所得を５年間で10％以上向上させる目標を設定。

令和３年３月31日現在、 579地区で実施中。

浜プランの策定浜プランの策定浜プラン策定状況浜プラン策定状況

水産業を核とした漁村地域の活性化を目指すため、浜ごと（概ね漁協単位）に
策定
◎策定主体
地域水産業再生委員会 （市町村、漁協等）

◎具体的対策を定める
＜収入向上の取組＞
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など

＜コスト削減の取組＞
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など

◎５年後の所得目標を定める
漁業所得を10％以上向上させることを目指して取組を実施

地域ブランドマアジ「美々鯵」

・宮崎県の最南端に位置する当地域は、大型・小型定置網漁業を中心に、曳
縄・一本釣り漁業等多様な沿岸漁業が行われており、ブリ、アジ等の回遊魚
の漁獲が主体。

・漁獲量の減少や燃料高騰等による採算性の確保が困難、漁業者の高齢化
や慢性的な後継者不足といった課題に対応する必要。

・大型定置網は当番制を採用し、空き時間は個人で漁や加工品製造・
販売などを行うことで、所得の安定化を実現。

串間市東地区（宮崎県）

加工品製造・販売
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浜プランによる地方創生の例浜プランによる地方創生の例
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※農林水産省「漁業就業動向調査（平成29（2017）年）」（漁業就業者）及び「2013年
漁業センサス」（陸上作業従事者及び水産加工場従事者）に基づき水産庁作成

男性 女性 合計

漁業就業者 132,510 20,980 153,490

陸上作業従事者 155,993 97,268 253,261

水産加工場従業者 72,057 116,178 188,235

合計 360,560 234,426 594,986
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漁業就業者 陸上作業従事者 水産加工場従業者

％

女性

男性

女性の活躍について①

女性正組合員数 女性役員数

平成23
年

9,907人(5.8%) 39人(0.4%)

24年 9,436人(5.4%) 37人(0.4%)

25年 8,363人(5.4%) 44人(0.5%)

26年 8,077人(5.4%) 44人(0.5%)

27年 8,071人(5.6%) 50人(0.5%)

28年 7,971人(5.7%) 50人(0.5%)

29年 7,679人(5.7%) 51人(0.5%)

30年 7,158人(5.5%) 47人(0.5%)

【漁協の正組合員及び役員に占める⼥性の割合】

漁業・⽔産業全体に占める⼥性の割合は約39％

※農林水産省「水産業協同組合統計表」
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➢ 水産女子メンバーの拡大

１６名 61名

➢ 個別プロジェクト（企業とのコラボ）

発足時
（平成30年11月）

現在
（令和2年7月末）

➢ クックパッド「水産庁☆水産女子の公式キッチン」開設（令和2年2月）

➢ 第3回推進会議開催（令和2年1月21日）

情報発信

漁業・水産業の現場で働く女性が日々の生活や仕事、自然との関わりの中
で培った知恵を、様々な企業・団体等の技術・ノウハウ・アイデア等と結び
つけ、新たな商品やサービス、情報を創造し、社会全体に発信していくため
のプロジェクト

ワークショップ／分科会

水産関係企業との大ランチ会

➢ 主な活動実績（各種イベントへの参加等）

・こども霞が関見学デー（令和元年8月7日・8日）
・阪神百貨店「10月は魚食普及月間」～レシピ提供～

（令和元年10月）
・ジャパンハーヴェスト2019（令和元年11月2日・3日）
・日経BP社 東京サステナブル･シーフード･シンポジウム

～分科会出演～（令和元年11月8日）

カネコ総業株式会社

可愛くて愛着があり、
いつもそばに置きた
い、らっくらく～の道
具づくり開発プロジェ
クト

水産女子の現場での声
を集め、女性のための
道具づくりを通して水産
業を盛り上げる。

株式会社 メトロ アド
エージェンシー

ジャムム
プロジェクト

水産×ジャムムのＬＩＮＥ
スタンプの制作、オリ
ジナルキャラクターの
制作、イベントでのタイ
アップ（着ぐるみの貸し
出しなど）により、漁
業・水産業に従事する
方を盛り上げる。

水産女子のアイデアを採用
したLINEスタンプの制作

女性の活躍について②

海の宝！水産女子の元気プロジェクト



漁協をめぐる状況について

令和３年４月



目次

１ 漁協の組合数・合併状況・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
２ 漁協の組合員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
３ 漁協の役職員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
４ 水産業協同組合法に規定する組合と系統の仕組み・・・・・ ６
５ 漁業協同組合の組合員資格・・・・・・・・・・・・・・・ ７
６ 漁協の経営状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９
７ 漁協の事業内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 
８ 漁協の損益状況①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
９ 漁協の損益状況②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
10 販売事業の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
11 購買事業の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
12 信用事業の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
13 事業外収益について①・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
14 事業外収益について②・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
15 事業外費用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
16 事業外収益「その他」について・・・・・・・・・・・・・ 19
17 漁協の組合数・組合員数の推移・・・・・・・・・・・・・ 20
18 合併状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
19 合併の推進①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
20 合併の推進②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
21 小規模漁協の取組事例①・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
22 小規模漁協の取組事例②・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
23 収益力向上に向けた多様な取組の推進・・・・・・・・・・ 26
24 若者・女性の参画推進・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27



3

※沿海地区漁協について、1県1漁協とする合併構想を掲げる県域も少なくない。
連合会の会員が１人になった場合は、通常、連合会の権利義務の包括承継が行われ、
連合会は解散することとなる。

（一部の地域で県漁連・信漁連の傘下にあるが合併構想に参加していない漁協（経済事
業をほとんど実施していない漁協等）が存在し、県漁連・信漁連が残存する場合もある。）

出典：漁協「水産業協同組合年次報告」、農協「農業協同組合等現在数統計」
、森林組合「森林組合一斉調査」

（※１）漁協は沿海地区漁協、農協は総合農協について取りまとめたもの。
（※２）漁業協同組合合併助成法（現・漁業協同組合合併促進法）制定時の組合数

出典：水産業協同組合年次報告

○漁業協同組合数 ○１県１漁協への合併状況

（県漁協の設立により県漁連が解散している県域）

○合併の進捗状況の比較（※１）

（令和２年3月31日現在）

組合数

漁業協同組合 1,834 

うち沿海地区漁協 939 

うち内水面地区漁協 802 

うち業種別漁協 93 

漁協 農協
森林
組合

昭和42年度末
組合数(Ａ) （※２）

2,445 7,074 2,756

令和元年度末
組合数(Ｂ)

939 627 613

(Ｂ)／(Ａ) 38.4% 8.9% 22.2%

県漁協設立年月
山形県 昭和40年７月

秋田県 平成14年４月

大分県 平成14年４月

鳥取県 平成14年４月 （信漁連は残存）

山口県 平成17年８月

ＪＦしまね 平成18年１月

石川県 平成18年９月 （信漁連は残存）

佐賀有明海 平成19年４月 （信漁連は残存）

宮城県 平成19年４月

京都府 平成24年４月 （信漁連は残存）

佐賀玄海 平成24年４月 （信漁連は残存）

愛媛県 令和２年４月 （信漁連は残存）

１ 漁協の組合数・合併状況
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２ 漁協の組合員数

・組合員数１００人以上５００人未満の漁協が全漁協数の約５割を占め、最多。

・組合員数５０人未満の漁協（以下「小規模漁協」という。）は１４４漁協（全漁協数の１６％）で、組合
員数は約５千人（全組合員数の２％）。

合計
277,124人

（単位：漁協） （単位：人）

図１．組合員数別の漁協数（元年度） 図２．組合員の分布（元年度）

組合員数50人未満

組合員数50人以上

100人未満
組合員数100人以上

500人未満

組合員数500人以上

1000人未満

組合員数1000人以上

合計
922漁協

229漁協
25%

441漁協
48%

66漁協
7%

42漁協
5%

144漁協
16%

組合員数50人未満
組合員数50人以上

100人未満

組合員数100人以

上500人未満

組合員数500人以上

1000人未満

組合員数1000人
以上

5060人
2%

16,932人
6%

98,273人
35%

43,769人
16%

113,090人
41%

出典：「水産業協同組合統計表」
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３ 漁協の役職員数

・常勤役員を設置している漁協は全体の３５％。

・小規模漁協は職員が少なく、複数の事業を兼務している等、事業実施体制が脆弱。

表１　常勤役員を設置している漁協数 単位：人

漁協数
うち
常勤役員設 設置割合

組合員数50人未満 144 15 10%
組合員数50人以上100人未満 229 52 23%

組合員数100人以上500人未満 441 186 42%
組合員数500人以上1000人未満 66 37 56%

組合員数1000人以上 42 31 74%
全　　　　体 922 321 35%

表2　漁協の職員数 単位：人

1漁協当たり
職員数

うち
販売事業

うち
購買事業

うち
指導事業

組合員100人
当たり職員数

組合員数50人未満 2.4 0.4 0.3 0.2 6.8
組合員数50人以上100人未満 4.6 0.9 0.5 0.3 6.3

組合員数100人以上500人未満 11.2 2.5 1.2 1 5.0
組合員数500人以上1000人未満 25.1 6.4 3 2 2.4

組合員数1000人以上 71.3 19.8 9.8 5.3 2.6
全　　　　体 11.9 2.8 1.4 1 4.0
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４ 水産業協同組合法に規定する組合と系統の仕組み

水産業協同組合と系統の仕組み

（計2,392単協）

市町村段階 都道府県段階 全国段階

⑥全国共済水産業協同組合連合会（共水
連）

（計143連合会）

漁
民
（漁
業
者
）

※水産庁調べ。令和2年3月31日現在。連合会の合計には県域未満の地区漁連等（29連合会）を含む。矢印は、おおまかなイメージを示す。

②漁業生産組合 【466組合】
③都道府県信用漁業協同組合連合会

【28連合会】

③都道府県漁業協同組合連合会
【29連合会】

農林中央金庫

③全国漁業協同組合連合会
（全漁連）

①業種別漁業協同組合【93組合】 ③その他全国漁業協同組合連合会【4連合会】

①内水面漁業協同組合【802組合】 ③内水面漁業協同組合連合会【41連合会】
③全国内水面漁業協同組合連合会

（全内漁連）

④水産加工業協同組合【92組合】 ⑤水産加工業協同組合連合会【7連合会】

⑤全国水産加工業協同組合連合会（全水加工

連）
全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会

（全かま連）

水
産
加
工
業
者

（うち県一漁協 【10県11組合（佐賀県は、海域毎に２組合）】）

（組合数は令和元年度末現在）

①沿海地区漁業協同組合【939組合】

・水協法は、①漁業協同組合、②漁業生産組合、③漁業協同組合連合会、④水産加工業協同組合、
⑤水産加工業協同組合連合会、⑥共済水産業協同組合連合会の６種類の協同組織を規定（これらを
水産業協同組合と総称）

・大きくは、漁協系統と水産加工協系統の２系統に分類。
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沿海地区漁協の正組合員資格 沿海地区漁協の准組合員資格

① 当該漁協の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み
又は漁業に従事する日数が90日～120日の間で定款
で定める日数を超える漁民
※ 定款により、漁業を営む者に限ることができる。

当該漁協の地区内に住所又は事業場を有する
② 漁業生産組合
③ 漁業を営む法人（常時従業者数300人以下で、かつ、

使用する漁船の合計総トン数が1,500t～3,000tの間で定款

で定めるトン数以下のものに限る。）

① 正組合員資格を有しない漁民
② 正組合員又は①の者と世帯を同じくする者
③ 当該漁協の行う事業に従事する者

当該漁協の地区内に住所又は事業場を有する次の者
（事業従事者を含む。）
④ 正組合員資格を有しない漁業を営む法人

（常時従業者数300人以下で、かつ、

使用する漁船の合計総トン数が3,000t以下のものに限る。）

⑤ 水産加工業を営む者
（常時従業者数300人以下のものに限る。）

⑥ 遊漁船業者（常時従業者数50人以下のものに限る。）

⑦ 当該漁協の行う事業又は組合員の営む漁業に
密接に関連する事業（※）を行う者

※ 水産物の流通の事業、水産物の冷凍又は冷蔵の事業、

氷の生産又は流通の事業、

水産用資材の生産又は流通の事業

⑧ 当該漁協の地区の全部又は一部を地区とする漁協

５ 漁業協同組合の組合員資格

○ 漁協の正組合員は、法律で年間の従事日数が一定期間以上の漁民（個人）及び漁業を営む法人に限定され
ている。正組合員資格を満たさない漁業者や、漁協及び組合員の事業に密接に関連する事業を営む者は、准
組合員として漁協の事業を利用することができる（水協法第18条）。

○ 漁協の設立には、正組合員20人以上が発起人となる必要があり（水協法第59条）、正組合員数が20人未満と
なった場合には解散する（水協法第68条第４項）。

○ 漁協の定款には、組合員たる資格及びその審査の方法を定めなければならない（水協法第32条第２項）。
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定数 事業範囲 漁業権の帰属 組織の特徴
浜の活性化に

期待される役割

漁業
協同組合
【水産業
協同組合法】

組合員 20人以上
（業種別組合は15人以上）

《正組合員要件》
・漁業経営・従事日数が

90日超の漁民
・漁業法人

役員 理事５人以上
監事２人以上

組合員の事業・
生活に必要な事業

指導（漁業権管理含む）

販売・加工、購買、
信用、共済、沿岸漁場管理、
共同利用施設の設置 等

漁業自営
（組合員の2/3以上の書面同意が
必要）

◎団体漁業権の管理
共同漁業権、
区画漁業権（団体）

〇自営
定置漁業権、
区画漁業権（個別）

・ 団体漁業権について、漁業権行使規則を定めて
組合員間の漁業活動の調整を行うほか、沿岸漁場の
保全活動を実施

・ 漁業者の相互扶助組織として、組合員が営む漁業
の発展や生活向上に必要なサービスを提供

・ 組合員の加入・脱退は自由で、組合員の事業規模
にかかわらず、議決権は１人１票

・ 非営利組織として組合員への配当制限あり

・ 多数の漁業者による
沿岸漁場の共同利用に
必要な利害調整を行う
公益的な役割

・ 水産物の共同販売や
生産資材の調達など、
系統組織の強みを
活かした経済事業を展開

漁業
生産組合
【水産業
協同組合法】

組合員 ３人以上
（今般改正で７人から緩和）

《組合員要件》
・漁民

役員 理事１人以上
監事は任意

（今般改正で双方とも緩和）

漁業
附帯事業（販売、加工等）

〇漁協組合員と
なって行使

共同漁業権、
区画漁業権（団体）

〇個別免許
定置漁業権、
区画漁業権（個別）

・ 漁業活動の協業化により、安定的な経営基盤、
与信力の向上や販売力の強化

・ 組合員（2/3以上）が常時従事
・ 議決権は１人１票
・ 非営利組織として組合員への配当制限あり

・ 少人数の漁業者が
新たな漁業生産方式や
販売方式に共同で取り
組むため、経営を法人化
して事業基盤を強化

株式会社
【会社法】

株主 １人１株以上

役員 取締役１人以上
（取締役会設置会社では
取締役３人）

定款で定めた事業
（制限なし）

漁業生産組合と同じ ・ 所有と経営が分離した法人形態
・ 出資に応じた議決権（１株１票）
・ 営利組織のため配当制限なし

・ 加工や観光など漁業
以外の幅広い事業活動
が可能

・ 漁協の事業部門の
子会社化や、飲食・小売
業界など関連業界の資本
参加も可能

民法上の
組合

組合員 ２人以上 組合契約に定めた事業（制限な
し）

漁業生産組合と同じ
（ただし、組合ではなく、
組合員個人への免許・行
使権付与）

・ 組合員が出資をして共同で事業を行うための契約
・ 議決権は１人１票
・ 財産は組合員の共有

・ ブランドロゴの管理など、
営利性の低い特定の事業
活動のみを共同で行う場合
の取り決めを契約で担保

NPO法人
【特定非営利活動
促進法】

社員 10人以上
役員 理事3人以上

監事1人以上

不特定かつ多数者の利益に寄与
する20分野に限定
（農山漁村・中山間地域の振興ほ
か）

漁業生産組合と同じ ・ 社会貢献活動を行う非営利団体に法人格を付与
・ 議決権は１人１票
・ 配当禁止

・ 漁業者以外の幅広い分野
の参画を得て、漁村の活性
化に資する活動を展開

事業
協同組合
【中小企業等
協同組合法】

組合員 ４人以上

《組合員要件》
・小規模の事業者
（事業従事者は組合員になれない）

役員 理事３人以上
監事１人以上

組合員の事業に関する共同事業
（生産、加工、販売、購買等）
※信用事業は不可

漁業生産組合と同じ ・ 事業者の相互扶助組織として、組合員が営む事業
の発展に必要なサービスを提供

・ 組合員の加入・脱退は自由で、組合員の事業規模
にかかわらず、議決権は１人１票

・ 非営利組織として組合員への配当制限あり

・ 「特定地域づくり事業」の
認定を受けた場合、組合で
雇用した人材を組合員に
派遣して通年雇用を確保

（参考）漁業協同組合と類似の組織の比較
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漁協の主な部門別事業損益の推移
[沿海地区漁協、１組合当たり]

注：１組合あたりは、それぞれの事業毎の実施組合数の中で算出したもの。
出典：水産庁「水産業協同組合統計表」

○ 漁協の経済事業等の収支を示す事業損益は、近年では改善の傾向にあったが、事業の柱である販売事業が漁業
生産の低迷や不漁等により縮小したことが原因で、30及び元事業年度は赤字となった。

○ 経常損益に関しては、事業外損益により補てんされ、漁協全体では黒字。

○ 事業部門別の損益をみると、販売事業、漁業自営事業の利益により、他の赤字部門を補てん。

６ 漁協の経営状況

（単位：百万円）

漁協の経常損益等の推移

出典：水産庁「水産業協同組合統計表」

年度 販売 購買 指導
製氷・
冷凍

信用
漁業自

営
共済

27 17.6 1.1 1.1 ▲ 2.1 ▲ 16.4 28.3 ▲ 2.3

28 16.7 1.2 1 ▲ 1.8 ▲ 15.8 25.1 ▲ 2.5

29 15.1 0.7 1 ▲ 4.2 ▲ 14.3 20.1 ▲ 3.1

30 14.4 0.3 1.6 ▲ 4.9 ▲ 17.3 18.4 ▲ 2.0

元 11.5 0.3 2.0 ▲ 4.6 ▲ 18.4 18.9 ▲ 1.3
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739 
815 

899 

546 

117 173 

695 

166 

0

500

1,000

1,500

販売 購買 指導 製氷・

冷凍

信用 漁業

自営

共済 加工

７ 漁協の事業内容

販売事業： 組合員の漁獲物等の販売

購買事業： 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給

指導事業： 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導

製氷・冷凍事業： 漁船への氷の供給、冷凍施設の運営等

信用事業： 事業・生活に必要な資金の貸付、貯金の受入

漁業自営： 漁協による漁業の経営

共済事業： 漁協共済の引受

加工事業： 組合員の漁獲物等の加工

・漁協の事業は販売事業､購買事業､指導事業が中心。

・信用事業は信用漁業協同組合連合会（信漁連）への譲渡が行われたため、実施漁協は少ない。

沿海地区漁協 922漁協

図１．事業別の実施漁協数（元年度） 図２．事業総利益（全漁協合計）に占める各事業の
割合（元年度）

販 売

382.6億円

40.6%

購 買

130.4億円

13.8%

指 導

124.7億円

13.2%
信用

38.3億円

4.1%

製氷・

冷 凍

41.1億円

4.4%

漁業自営

63.8億円

6.8%

共 済

27.6億円

2.9%

加 工

30.0億円

3.2%
その他

の事業

104.3億円

11.1%

出典：「水産業協同組合統計表」
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８ 漁協の損益状況 ①

・漁協全体の事業別損益は、販売事業と漁業自営は黒字、製氷・冷凍、信用、共済事業は赤字。

（百万円）

図１．漁協の事業別損益（全漁協合計） 図２．事業別の赤字漁協と黒字漁協の割合
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出典：「水産業協同組合統計表」

黒字
38%

赤字
62%

信用

117漁協

黒字
55%

赤字
45%

販売

739漁協

黒字
58%

赤字
42%

漁業自営

173漁協
黒字
60%

赤字
40%

指導
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黒字
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加工

166漁協
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９ 漁協の損益状況 ②

・事業損益（事業総利益－事業管理費）段階では全体の７３％の漁協が赤字。小規模漁協ほど赤字の
割合が高い。

・経常損益（事業損益＋事業外損益）段階では全体の７１％の漁協が黒字。

・１漁協平均で見ると、事業利益は赤字、経常利益は黒字。

単位：千円

事業収益 事業直接費 事業総利益 事業管理費 事業利益 事業外収益 事業外費用 経常利益

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e)=(c)-(d) (f) (g) (h)=(e)+(f)-(g)

545,224 442,967 102,257 109,852 -7,595 52,026 33,872 10,560

表２.漁協の損益状況（1漁協平均）

表１．漁協の損益状況（漁協数、割合）

組合員数５０人未満 144 30 20.8% 114 79.2% 99 68.8% 45 31.3%
組合員数５０人以上１００人未満 229 47 20.5% 182 79.5% 162 70.7% 67 29.3%
組合員数１００人以上５００人未満 441 140 31.7% 301 68.3% 315 71.4% 126 28.6%
組合員数５００人以上１０００人未満 66 20 30.3% 46 69.7% 46 69.7% 20 30.3%
組合員数１０００人以上 42 15 35.7% 27 64.3% 29 69.0% 13 31.0%
全　　　体 922 252 27.3% 670 72.7% 651 70.6% 271 29.4%

区　　分　 組合数計
事業損益 経常損益

黒  字 赤  字 黒  字 赤  字
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10 販売事業の状況

単位：千円

販売事業収益 159,853

販売事業直接費 109,901

販売事業総利益 49,952

表１．販売事業損益（１漁協平均）

表2．販売事業実施状況 単位：千円

区分
販売実施組合数

（a）
販売担当職員数

（b）
販売事業取扱高

（c）

販売担当職員
1人当たり取扱高

（c/b）

全体 766 2,611 959,726,696 367,517.1

・水揚げされた漁獲物は主に産地市場においてセリ等により販売され、買受人により消費地市場に出
荷される。

・漁協は自ら開設する産地市場や荷さばき所において、セリ等の実施、買受人からの代金回収等を行
うことにより、多種多様な漁獲物の集荷・分荷、価格形成、決済、生産に関する情報発信の機能を担っ
ている。

・販売担当職員１人当たりの取扱高は３６８百万円。
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11 購買事業の状況

・購買事業は組合員の事業・生活に必要な物資を供給するものであり、事業用物資（石油類と資材類）
が供給高の約９割を占めている。

・漁協は、共同発注による価格低減や、漁業者の意見を反映させた商品開発、改良等の取組を行うほ
か、代金回収・決済の機能を担っている。

・購買担当職員１人当たりの供給高は１２９百万円。

単位：千円

購買事業収益 211,537

購買事業直接費 195,713

購買事業総利益 15,824

表１．購買事業損益（１漁協平均）

表2．販売事業実施状況 単位：千円

区分
購買実施組合数

（a）
購買担当職員数

（b）
購買事業取扱高

（c）

購買担当職員
1人当たり取扱高

（c/b）

全体 824 1,282 164,807,271 128,527
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資料：水産庁調べ

都道府
県名

信用事業
実 施
組合数

備 考

北海道 68 複数自立漁協

宮城 1 一県一漁協（宮城県漁協）

山形 1 一県一漁協（山形県漁協）

福島 1 相馬双葉漁協

島根 1 一県一漁協（島根県漁協）

山口 1 一県一漁協（山口県漁協）

熊本 1 県内1信用事業実施漁協(天草漁協)

大分 1 一県一漁協（大分県漁協）

計 75

信用事業実施組合数（令和２年３月末）

12 信用事業の状況

○ 金融環境の変化や漁業生産額の減少に伴う貯金・貸出しの減少等に対応するため、各県域において一県一
漁協による信用事業の実施、信漁連への信用事業統合等による「一県一信用事業責任体制」を構築（平成21
年５月末に完成）。

○ この結果、信用事業実施漁協数は、信用事業譲渡等により年々減少し、令和元年度末では75漁協。

○ 現在、漁協系統において、漁業金融機能の強化を図るため、信漁連の広域合併を推進しており、令和３年４
月１日に東日本信用漁業協同組合連合会、九州信用漁業協同組合連合会が設立。西日本においては令和４
年４月の広域合併を目指して協議中。
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出典：全漁連、水産庁調べ

沿海地区出資組合数
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13 事業外収益について

・事業外収益は、前年度に引当てた引当金の戻し入れのほか、受入補助金、雑収益が多い。

事業外収益の勘定科目

科　　目

諸引当金等戻入

受入補助金

賃貸料

受取出資配当金

受入協力金

受取利息

受入補償金

受入漁港負担金

受入寄付金

雑収益

説　　　　明

企業等から受け入れた補償金のうち組合に帰属するも
の

企業等から受け入れた寄付金

企業等から協力の対価として受け入れた金額

国、地方公共団体から受け入れた補助金で指導事業及
び無線事業に係る補助金以外のもの

組合員が負担する漁港整備のための負担金の受入額等

事業外収益のうち、他の科目に属さないもの（但し、事業
外収益の総額の10％以下の金額に限る）

各事業に係る債権以外の債権に係る一般貸倒引当金等
の戻入額

土地、建物等の賃貸料の受入額

外部出資に対する配当金の受入額

預け金利息及びその他の利息の受入額

単位：千円

事業外収益計 諸引当金等戻入 受入補助金 賃貸料 受取出資配当金 受入協力金 受取利息 受入補償金 その他 雑収益

全　　体 50,718 18,494 6,366 3,053 1,332 1,013 506 483 5,313 14,158

表１．事業外収益の内訳（１漁協平均）

諸引当金等戻入
36%

受入補助金
13%賃貸料

6%

受取出資配当金
3%

受入協力金
2%

受取利息
1%

受入補償金
1%

その他
10%

雑収益
28%

図１．事業外収益の内訳（割合）
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14 事業外収益と補償金について

・企業等からの補償金を計上した漁協の数は漁協全体の約６％。

表１．補償金を計上した漁協 単位：千円

区　分
補償金計上
漁協の数(a)

補償金額
合計（ｂ）

1組合平均補
償金額（ｂ/a）

組合員1人当
たり補償金額

全　体 51 445,120 8,728 49

表２．事業外収益と補償金の割合（1漁協当たり） 単位：千円

事業外損益 補償金
補償金/

事業外損益

補償金を計上した漁協（５１漁協） 40,675 8,728 21.5%
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15 事業外費用について①

・事業外費用は前年度に計上した諸引当金の繰入が５割を占めるほか、償却費や支払利息が多い。

事業外費用の勘定科目

科　　目
諸引当金等繰
入

支払利息

貸倒損失

寄付金

長期前払費用
償却

漁港整備費

繰延資産償却
費

雑費用

説　　　　明

繰延資産の償却額

各事業に係る債権以外の債権に係る一般貸倒引当金等
繰入額

事業外費用のうち、他の科目に属さないもの（但し、事業
外費用の総額の10％以下の金額に限る）

各事業に係る債権以外の回収不能債権の償却額

組合が負担する漁港整備のための負担金支払額

長期前払費用の償却額

借入金等に係る利息の支払額

寄付金の支払額

単位：千円

事業外費用計 書引当金等繰入 支払利息 貸倒損失 寄付金 長期前払費用償却 漁港整備費 繰延資産償却費 その他 雑費用

全　　体 32,446 17,329 996 882 549 402 311 256 5,532 6,189

表１．事業外費用の内訳（1漁協平均）

書引当金等繰入, 
17,329 

支払利息, 996 貸倒損失, 882 

寄付金, 549 

長期前払費用償

却, 402 

漁港整備費, 311 

繰延資産償却

費, 256 
その他, 5,532 

雑費用, 6,189 

図１事業外費用の内訳（割合）
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16 事業外損益について②

表１．事業外収益・費用の「その他」として計上した主な科目

・事業外損益の「その他」は漁協が任意に設定した科目を、水産庁が取りまとめる際に「その他」として
集計したものであり､その中には、事業損益に計上すべきものもある。

・なお、事業外収益の「雑収益」は他の科目に属さないもので、事業外収益の総額の１０％以下の場合
に使用する科目であるが、事業外収益の過半を占める漁協が全体の４０％となっている。

事業外収益 事業外費用

○適切な名称を付しているもの

受取配当金、受入還付金、土地賃料、
駐車場利用料、受入共済金、住宅管
理収益

○事業収益に分類すべきもの

水共社事務費受入、信漁連代理店
手数料、施設管理受託料、事務受託
料、イベント収入、出向者受入給料、
漁村センター収入、漁場利用料、共同
漁業権管理収益、遊漁船賦課金、鮭
鱒増殖負担金、利子補給金

○補償金・協力金等

花火補償、海面利用料、工事協力金、
同意料、迷惑料、ロケット謝金、受入遊
漁料、沿岸協力金、水面使用迷惑料

○適切な名称を付しているもの

弁護士、税理士費用、漁港整備費、
住宅管理費用

○事業費用に分類すべきもの

棚卸差損、退職給付金、役員退任慰
労金、修繕費、信漁連代理店経費、外
国人技能研修費、イベント費用、漁村
センター費用、警戒船費用、ホタテ貝
処理施設負担金

※10%以下の科目が複数

ある場合には、雑収益の
割合が10％を超える場合
がある。

新たな会計ルール

1 組合員以外の海面利用者から金銭を徴収する場合は、
①書面によること
②内容・使途や算定根拠について合理性・透明性を確保するこ

と
③徴収する趣旨に合致する適切な名目を整理すること

２ １のうち、漁場管理等（繁殖保護、資源管理を含む）にかかるも
のは指導事業の「漁場管理等受入金」に計上する（但し、収支に
係る証憑を保存し、徴収目的に適った支出を説明する態勢の整備
が必要）。

３ ２に該当しないものは、事業外収益に計上するが、「雑収益」の
科目を使用するのではなく、受入趣旨に合致する適切な科目に計
上する。

新たな会計ルールを踏まえた勘定科目の整理

現在：

事業外収益のうち、他の科目に属さないもの（事業外収益の
総額の10％以下の金額に限る。） を処理する。

今後：

事業外収益のうち、他の科目に属さないもの（事業外収益
の総額の10％以下の金額に限る。）を処理する。

ただし、海面利用に係る収益は、上記にかかわらず、受入
趣旨に合致する適切な名称を付した科目を設けて処理する。

表２．事業外収益の中で雑収益が占める割合
組合数 割　合

０％以上１０％未満 177 19.2%
１０％以上５０％未満 362 39.3%
５０％以上１００％以下 383 41.5%
合　　　計 922 100.0%



20

17 漁協の組合数・組合員数の推移

沿海地区漁協数・合併参加漁協数の推移 信用事業実施組合数※の推移

・漁協は地先漁業権の管理と密接に結びついていたという歴史的事情もあって、その規模は極めて
狭少であったことから、昭和４０年代以降、法制度を整備し、漁協合併を推進してきた。

・また、金融環境の変化等に対応し、信用事業の健全性を確保するため、平成２年の水協法改正で
信用事業の譲渡規定を整備し、信漁連への信用事業統合や漁協の合併を推進してきた。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

漁業協同組合合併助成法 漁業協同組合合併促進法

①制定（S42.7～S46.3）
②第１次延長（S46.4.1～S51.3.31）
③第２次延長（S51.4.1～S55.3.31）
④第３次延長（S55.4.1～S60.3.31）
⑤第４次延長（S63.4.1～H5.3.31）
⑥第５次延長（H5.4.23～H10.3.31）

⑦第６時延長（H10.4.1～H15.3.31）
⑧第７次延長（H15.4.1～H20.3.31）

※ 信用事業実施組合には、沿海地区漁協、内水面漁協、業種別漁協、水産加工協が含まれる。

②① ③ ④ ⑤

①H2 水協法改正（信用事業の譲渡規定を整備）
②H9 水協法改正（信用事業の健全性確保のための規定を整備）
③H14 ［ JFマリンバンク基本方針制定］ 「一県一信用事業責任体制」の構築（H21完了）を目指す。
④H18 ［JFマリンバンク基本方針改正］ 広域信漁連を加え 「信用事業安定運営責任体制」による

事業運営を明記
⑤H21 「一県一信用事業責任体制」が全国域で完成。

※ 令和2年4月
43漁協が合併し
愛媛県漁協設立
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信用事 B/A　％

A B 業実施

大阪府 24 23 23 0 100%

兵庫県 83 66 37 0 56%
和歌山県 60 55 21 0 38%

鳥取県 26 19 6 0 県一
島根県 54 46 3 1 県一
岡山県 51 43 20 0 47%
広島県 76 66 58 0 88%
山口県 115 116 14 1 県一

徳島県 37 38 33 0 87%
香川県 70 58 36 0 62%
愛媛県 85 83 53 0 県一
高知県 87 80 19 0 24%

福岡県 87 88 34 0 39%
佐賀県 53 52 7 0 県一
長崎県 181 155 66 0 43%
熊本県 77 68 37 1 54%

大分県 59 35 1 1 県一
宮崎県 30 27 20 0 74%

鹿児島県 83 74 47 0 64%

沖縄県 － 35 35 0 100%

R元年度末S41年
度末

H元年
度末信用事 B/A　％

A B 業実施

計 2474 2136 939 73 44%

北海道 144 132 71 66 54%
青森県 81 55 48 0 87%

岩手県 51 38 24 0 63%
宮城県 64 57 7 1 県一
秋田県 32 12 4 0 県一
山形県 1 1 1 1 県一
福島県 26 19 6 1 32%

茨城県 43 43 14 0 33%
千葉県 101 57 28 0 49%
東京都 26 24 18 0 75%

神奈川県 53 42 20 0 48%

新潟県 72 58 14 0 24%
富山県 30 22 10 0 45%
石川県 52 43 1 0 県一
福井県 40 22 13 0 59%

静岡県 49 35 18 0 51%
愛知県 63 48 22 0 46%
三重県 137 133 14 0 11%

滋賀県 48 45 35 0 78%

京都府 23 23 1 0 県一

R元年度末S41年
度末

H元年
度末

※１：大臣認可漁協（２漁協・その後解散）は含んでいない。
※２：令和2年4月に愛媛県漁協が設立され、令和2年7月県漁連が同漁協に

包括承継された。
※３：沖縄県の日本復帰（昭和47年）前。
※４：県一漁協を設立済の府県は、「県一」と表記。

18 合併状況
・漁協系統は、平成９年に、「10年後（平成19年度）を目途に『一県一漁協又は一県複数自立漁協』を
実現する」との方針を策定し、取り組んできたところ。

・１１府県で県一漁協及び北海道で複数の自立・拠点漁協の設立が実現された一方、合併が進んで
いない県域もある。

県一漁協設立年月

山形県 昭和40年 7月

秋田県 平成14年 4月

大分県 平成14年 4月

鳥取県 平成15年 7月 （信漁連は残存）

山口県 平成17年 8月

ＪＦしまね 平成18年 1月

石川県 平成18年 9月 （信漁連は残存）

佐賀有明海 平成19年 4月 （信漁連は残存）

宮城県 平成19年 4月

京都府 平成24年 4月 （信漁連は残存）

佐賀玄海 平成24年 4月 （信漁連は残存）

愛媛県 令和２年 4月 （信漁連は残存）

都道府県別漁協数の推移 県一漁協の設立状況

Ｂ／Ａが7割以上の県。

県一漁協（県一漁協とは、県漁連を包括承継した漁協）のある県。

※３

※１ ※１ ※４※４

○合併の進捗状況の比較（※１）

組合数 漁協 農協 森林
組合

昭和42年度
末（A）（※2）

2,445 7,074 2,756

平成30年度
末（B）

945 649 617

（B）/（A） 38.7% 9.2% 22.4%

出典：漁協「水産業協同組合年次報告」、農協「農業協同組合等現在数統計」
、森林組合「森林組合一斉調査」

（※１）漁協は沿海地区漁協、農協は総合農協について取りまとめたもの。
（※２）漁業協同組合合併助成法（現・漁業協同組合合併促進法）制定時の組合数
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・合併助成法及び合併促進法では、適正な事業経営を行うことができる漁業協同組合を広範に育成
することを目的に、合併後の漁協の規模の目安（区域、事業規模）を示し、合併を推進。

19 合併の推進①

漁業協同組合合併助成法（S42～H10） 漁業協同組合合併促進法（H10～H20）

④ ６次～７次延長（H10～H20）

・ 地区が市町村の区域以上
・ 常勤役職員数20人以上、正組合員数250人以上
・ 出資金2億円以上、販売取扱高20億円以上

【計画認定基準（施行通知）】

① 制定～３次延長（S42～S60）

・ 地区が市町村の区域以上
・ 常勤役職員数の合計が6人以上
・ 年間水揚高8,000万円以上

② ４次延長（S63～H5）

・ 地区が市町村の区域以上
・ 常勤役職員数15人以上
・ 出資金 8,000万円以上、貯金残高10億円以上、

販売取扱高10億円以上

③ ５次延長（H5～H10）

・ 地区が市町村の区域以上
・ 常勤役職員数20人以上
・ 出資金1.5億円以上、貯金残高20億円以上、

販売取扱高15億円以上

〈漁業権関係〉
・第一種共同漁業権の行使規則の変更等に係る特例

（漁業法上の手続に加えて旧漁協組合員の2/3以上の同意）

・第一種共同漁業権の放棄・変更の手続に係る特例
（旧漁協組合員の同意を求める手続を合併後の定款に記載し、
当該漁業権の存続期間内は変更不可）※５次延長にて措置

〈補助〉
・合併計画に基づく施設整備費補助、都道府県の指導
費補助

（施設整備費補助はS45年度末までの合併、指導費補助はS55
年度末をもって終了。）

〈税制〉
・法人税特例（被合併漁協の評価益からなる清算所得の課税

特例等）等

※平成13年度以降、主要な特例は企業組織再編税制措置で手当て

【主な支援措置】

【計画認定基準（施行通知）】
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・合併促進法の期限到来（平成20年３月）後は、合併の阻害要因となっている経営不振漁協の欠損
金の処理を中心とした漁協の経営改善と合わせて、合併等の漁協系統の組織再編を推進。

・平成29年度以降は、県域の基本方針に基づく広域合併を推進。

20 合併の推進②

広域合併の推進（H29～）要改善漁協の経営改善支援（H20～H28）

〇 漁協系統を中心に、行政も連携し、繰越欠損
金が多く、解消に時間を要する「要改善漁協」
を指定し、経営改善を支援。

（指定基準）
繰越欠損金が50百万円以上で、その解消に10
年以上要すると見込まれる漁協（信用事業を実
施するものを除く）。

（支援スキーム）
漁連や関係団体、県庁からなるＪＦ経営指導委
員会が、経営改善計画に基づく取組を指導。

・ 専門家派遣による経営改善計画の策定支援
・ 経営改善計画の実施に必要な借入資金についての

利子助成、保証料助成、求償権償却費助成

【支援措置（予算事業）】

〇 県域で定める合併基本方針に基づく広域合併
（県一漁協、複数自立漁協）を推進。

取組県域 達成済 未達成

県一漁協 ２８ １１ １７

複数自立漁協 １２ １ １１

【JFグループの運動方針（2015～2019）】

（R2.12） （R2.12）

・ 専門家派遣による合併計画、事業改善計画の
策定支援

・ 合併計画、事業改善計画の実行に必要な借入資金
についての利子助成、保証料助成

【支援措置（予算事業）】
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・広域合併には至っていない小規模な漁協であっても、販売事業の工夫等により経営状況の良い漁
協も存在。

・一方、組織・経営の維持が厳しくなり、合併に向けて協議している漁協も存在。

21 小規模漁協の取組事例①

（基本情報）
①組合員数：２９人 ②職員数 ：１０人 ③事業収支：６０百万円
④販売事業取扱高：１，４７０百万円
⑤漁業概要：ホタテ養殖（稚貝、成貝）、ヒラメ底建網漁業ほか

（経営指標（注））
①売上高営業利益率： １５．３％
【営業利益（事業利益）÷売上高（事業収益）×１００】

②売上高事業管理費率：９．７％
【販売費及び一般管理費（事業管理費）÷売上高（事業収益）×１００】

③１職員当たり付加価値生産額：１６．５百万円
【付加価値生産額（事業総利益）÷職員数】

④１組合員当たり販売事業取扱高：５０．７百万円
【販売事業（受託販売・買取販売）取扱高÷組合員数】

（取組内容）
・ 水揚量の約９割がホタテ（稚貝、成貝）となっているが、ホタテ以外の収益

源を創出すべく積極的に取り組んでいる。
①ヒラメの活魚出荷に取り組むとともに、ＰＲのため、底建網の１日オーナー

制度のイベントを開催し、全国から参加有
②直営の加工場を有し、近隣漁協からも原料調達するタコの加工・販売量は

全道有数
・ 販売手数料率 ８％

注：売上高（事業収益）－売上原価（事業直接費）－販売費及び一般管理費（事業管理費）＝営業利益（事業利益）・・・事業利益は漁協が本業の経営で稼いだ利益を指す

経営の良い漁協の事例 組織・経営の維持が厳しくなり、
合併に向け協議している漁協の事例

合計 ～100万円
100～

500万円
500～

1,000万円
1,000～

5,000万円
5,000万円

以上

漁協数 134 86 31 11 5 1

割合 100% 64.2% 23.1% 8.2% 3.7% 0.8%

○小規模漁協（組合員50人未満）の１組合員当たり販売事業取扱高の分布（Ｈ３０年度）

（基本情報）
①組合員数：25人（うち女性８人)②職員数：２人③事業収支：0.4百万円
④販売事業取扱高：６１百万円
⑤漁業概要：採貝藻（アワビ、ウニ、コンブなど）ほか

（経営指標（注））
①売上高営業利益率：２．５％
【営業利益（事業利益）÷売上高（事業収益）×１００】

②売上高事業管理費率：７８．７％
【販売費及び一般管理費（事業管理費）÷売上高（事業収益）×１００】

③１職員当たり付加価値生産額：６．３百万円
【付加価値生産額（事業総利益）÷職員数】

④１組合員当たり販売事業取扱高：２．５百万円
【販売事業（受託販売・買取販売）取扱高÷組合員数】

（取組内容）
・漁協の正組合員２５人中、女性が８人

（法定解散を避けるため、組合員の妻が正組合員として加入。）
・販売手数料率は主に１２％（アワビ、ウニ、海藻等）

・近隣の漁協への吸収合併に向け調整中
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・小規模な漁協の中には、販売事業は実施せず、漁業権の管理に特化した組合も存在。

（基本情報）
①組合員数：６８人
②理事数 ：非常勤６人
③職員数 ：１人
④主な漁業：小型底曳網、一本釣り、かき養殖

（漁協運営の状況）

・ 主たる事業は、利用事業（上架施設の管理運営）と
指導事業（講習、漁場管理 （漁業権管理（漁場の見
回り、浮標灯設置、漁場の区割り）や繁殖保護（種苗
放流） ）。

・ 販売事業は実施せず、組合員自らが近隣市場への
出荷や販売施設での直販を実施。

（基本情報）
①組合員数：４０人（６５才以上２９人）
②理事数 ：非常勤５人
③職員数 ：なし（事務は担当理事が実施）
④主な漁業：あさり、たこ、なまこ漁

（漁協運営の状況）

・ 主たる事業は、漁場管理（漁業権管理（漁場の見回り）
や種苗放流（アサリ）等の繫殖保護事業）と漁場利用事
業（工事に伴う警戒船の配船を漁協が請負う）。

・ 販売事業は実施せず、組合員が自らが近隣市場への
出荷や地域内での小売りを実施。

事例２事例１

○販売及び購買事業取扱高１００万円未満等（※）の漁協（Ｈ３０年度）
販売及び購買事業取
扱高１００万円未満等

（※）の漁協
うち販売事業取扱高

０円の漁協
うち常勤職員

０又は１人の漁協

組合員１人以上～５０人未満 32 29 21
組合員５０人以上～１００人未満 30 25 21
組合員１００人以上～５００人未満 24 22 12
組合員５００人以上～１０００人未満 0 0 0
組合員１０００人以上 0 0 0
全 体 86 76 54
※販売事業取扱高及び購買事業取扱高が100万円未満かつ漁業自営事業取扱高が0円の漁協を指す。

22 小規模漁協の取組事例②
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２３ 収益力向上に向けた多様な取組の推進

事例２：市場機能の強化

北海道根室市の４漁協（落石、歯舞、
根室、根室湾中部）は、漁協毎に４つの
卸売市場を運営しているが市場毎に販売
規格や集荷量等が異なり、魚価にバラツ
キが生じたため、秋サケ、サンマを花咲
市場での販売に統合。

• ４漁協の販売規格を統一

• 秋サケ、サンマを花咲市場での販売
に統合した。仲買人の利便性向上、
取扱量の増大による魚価を向上

（秋サケを花咲市場に集約
４８８円/Kg（H24～26年平均）
⇒７１８円/Kg（R1）

［魚種を可能なものから拡大］

事例４：漁協直営の
ダイビングサービス

静岡県いとう漁協は漁協直営のダイビン
グサービスを３支所（富戸、川奈、八幡野）
で実施。

中でも、富戸支所は、全国に先駆けてダ
イビングサービスを実施し、年間約３万人
のダイバーが訪れている。

• 漁協による潜水機材のレンタル、漁船の
乗船料等の漁業以外の収入による所得
向上

• 漁業者が設置したアオリイカの産卵床
が、観察スポットとしてダイバーに人気

• その日に観察した魚を漁協直営の食事
処で提供

事例１：漁協連携による
共同販売事業

静岡県沼津市の４漁協（我入道、静
浦、内浦、戸田）は、それぞれの資源（異
なる漁獲物、所有資産（直売所、移動販
売車））を活かし、共同での販売事業を
実施。

• ４漁協の漁獲物を、我入道漁協の直
売所（沼津市内）や戸田漁協の移動
販売車（伊豆半島内陸部）で販売

• 共同での加工品開発

事例３：販売子会社の活用

石川県漁協は、県産水産物を買い付
けて他業者に 販売、アマエビの冷凍加
工等を行う子会社（漁協100％
出資）を設置。

• 県内で漁獲される水産物を市場等
で買い付けて他業者に販売したり、
生産者と販売・加工業者の仲介を
行うほか、 買参権の取得により、市
場で アマエビ等の魚価の下落時に
買い支え。

事例５：漁港を活かし、
にぎわいの場を創出

事例６：漁港を活かし、
交流促進拠点を創出

千葉県の鋸南町保田漁協は、保田漁
港の一部を活用し、外来のプレジャー
ボートの受入れを行うとともに、漁港用
地では食堂、入浴・宿泊施設を運営し、
陸・海からの来訪者の交流拠点を創出。

• 漁協は、指定管理者制度によるプレ
ジャーボート保管収容施設の管理の
ほか、飲食施設、入浴・宿泊施設の
直営によって、漁業以外からの収入
を得る仕組みを構築。

• 外来プレジャーボートの受入は年間
７２１隻（R1実績）、食堂への来訪者
は年間約３１万人（R1実績）。

静岡県の仁科漁港では、漁港の用地
を有効活用して、伊豆漁協仁科支所に
よる水産物直売所・食堂（Ｈ２４）や西伊
豆町による農林水産物等直売所（R2）を

設置し、漁港を賑わい創出の場として
活用。

• 占用許可制度を活用し、補助用地の
目的外使用によって、施設を整備。

• 漁協食堂の利用客は、年間３万８千
人（H30実績）。将来、町の直売所と

の相乗効果によって、年間１２万人
の来訪者を見込む。
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24 若者・女性の参画推進

（基本情報）
①組合員数：３１５人
②理事数 ：常勤１人、非常勤４人
③職員数 ：１１人（管理４人、販売２人、指導１．５人）
④主な漁業：火光利用いか敷網、まぐろはえなわ、小型定置

（若者活躍の状況）

・若手漁業者、漁協職員、町役場職員が組織する「中泊活ハマ
クラブ」を結成し、地域の活性化を目指して取組。
・中泊町はメバル（ウスメバル）の水揚高が県内一であることに
着目し、町おこしに活用。
・小泊地区で水揚されたメバルと町内で生産された米を使用し、
町内の食堂で「中泊メバル膳」を提供。５年間で８万食を達成。
・メバルの価格も高価安定。
・漁業体験ツアーも企画。

（基本情報）
①組合員数：２３９人
②理事数 ：非常勤１０人
③職員数 ：１９人（管理３．３人、販売６．２人、

加工１．７人、指導１．２人）
④主な漁業：べにずわい、にぎす、まあじ、まだい

（若者活躍の状況）

・浜プランの策定をきっかけに、青年部が中心となり、休止状
態であった加工事業を立て直し。

・加工企画委員会は、役員、漁業士、青年部（７～８人）、職
員等を構成員とし、魚種の特性に即した販売戦略を構築。

・主力商品である「糸魚川のごっつぉ昆布〆」は、「にいがた６
次化フェア２０１７」で入賞。

事例１：若者参画（新潟県・上越漁協） 事例２：若者参画（青森県・小泊漁協）

事例３：女性参画（富山県・新湊漁協）

（基本情報）
①組合員数：３８１人（うち女性５４人）
②理事数 ：非常勤１０人（うち女性１名（代表理事組合長、

富山県漁連会長、全漁連理事））
③職員数 ：９人（うち女性２人）

（管理１．７人、販売３人、指導０．５人）
④主な漁業：べにずわい、ぶり、ほたるいか、しろえび

（女性活躍の状況）

・平成２０年に就任した女性組合長のもとで女性部が中心と
なり、地産地消・魚食普及活動を活発に実施。

・「新湊漁協女性部食堂」の運営、高校生や大学生を対象と
した魚のさばき方教室の開催、地元の小中学生の親子ととも
に海岸清掃活動等を実施。

・セリの見学会や小学校の給食へベニズワイガニを提供する
「カニ給食」等の取組が「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
グランプリを受賞（平成２７年）。
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東日本大震災からの水産の復旧・復興状況（水揚げ・漁港）

R２の
内訳

岩手県
（久慈、宮古、
釜石、大船渡）

宮城県
（気仙沼、女川、
石巻、塩釜）

福島県
（小名浜）

水揚金額 64％
（124.7億円）

81％
（476.4億円）

51％
（9.1億円）

水揚量 54％
（75.5千トン）

75％
（234.0千トン）

72％
（7.9千トン）

１ 水揚げ

岩
手
・
宮
城
・
福
島
各
県
の
主
要
な
魚
市
場
の
水
揚
げ
の

被
災
前
年
比
（
％
）

水揚金額

水揚量

水揚金額
801 375 560 649 695 743 722 741 719 606 610

（億円）

水揚量
462 181 285 325 367 345 323 322 336 307 317

（千ｔ）

※H22年は22年3月～23年2月、その他の年は2月～翌年1月。

39 

62 

70 

79 
74 

70 69 
73 

66 69 
47 

70 

81 
87 

93 
90 93 

90 

76 76 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
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１
９
漁
港
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陸
揚
げ
岸
壁
の
機
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復
状
況
（％
）
縦
棒

被
災
２
，
８
５
２
漁
港
施
設
の
復
旧
状
況
（％
）
折
れ
線

２ 漁港

部分的に
陸揚げ機能回復

潮位によっては
陸揚げ可能

全延長の
陸揚げ機能回復

漁港施設
（折れ線）

※漁港施設とは、岸壁、防波堤、泊地、道路等をいう。
※被災漁港数は７道県の合計。

陸揚げ岸壁
（縦棒）

・被災した漁港の全てで陸揚げ機能が回復。

：

陸揚げ岸壁について H24.3 H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 H31.3 R2.3 R3.1
全延長の陸揚げ機能
回復（漁港）

96 115 172 208 248 273 284 291 303 311

部分的に陸揚げ機能
回復（漁港）

134 149 117 99 65 45 35 28 16 8

潮位によっては陸揚げ
可能（漁港）

81 48 23 9 5 1 0 0 0 0

未復旧（漁港） 8 7 7 3 1 0 0 0 0 0

復旧が完了した漁港
施設（施設）

974 1,417 1,903 2,324 2,514 2,602 2,695 2,717
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漁期

H30

漁期

R１

漁期

※５ 漁期は３月～８月。

岩
手
県
・
宮
城
県
の
主
要
な
養
殖
品
目
の

漁
協
共
販
数
量
の
被
災
前
年
比
（
％
）

ワカメ養殖※１ 34,439 3,742 27,379 30,414 23,354 25,799 25,002 27,047 24,462 22,473

コンブ養殖※２ 13,817 0 5,633 8,502 6,904 7,205 5,433 6,250 6,674 6,616

カキ養殖※３ 4,031 354 719 1,476 2,207 2,386 2,316 2,503 2,423 2,042

ホタテ養殖※４ 14,873 56 5,130 9,245 11,677 12,313 10,871 6,810 4,476 4,885

ギンザケ養殖
※５ 14,750 0 9,448 11,619 11,978 13,007 12,159 13,486 15,982 14,111

※１ 漁期は２月～５月
※２ 漁期は３月～８月。

ギンザケ養殖

ワカメ養殖

コンブ養殖

カキ養殖

単位：トン

４ 養殖
・再開を希望する養殖施設はＨ29年６月末に全て整備完了。

ホタテ養殖

※３ 漁期は９月～翌年５月。
※４ 漁期は４月～翌年３月。

※ コンブ養殖は、同一施設で生産できるワカ
メ養殖への転業や低気圧被害等により、生産
が伸び悩んでいる。

※ カキ養殖は、むき身加工の人手不足等によ
り、生産が伸び悩んでいる。

※ ホタテ養殖は、良質な種苗の不足が原因と
推測されるへい死の増加や貝毒による出荷自
主規制の影響により、生産が減少している。

・岩手県、宮城県においては、平成27年
度末までに希望する漁業者に対する漁
船の復旧は完了。

・平成28年度以降は原発事故の影響で
復旧が遅れている福島県について計画
的に復旧を目指している。

３ 漁船

・今後再開を希望する福島県の漁船について計画的に復旧。

※各年の隻数はH24年からH31年は3月末。R３年は1月末。
※復旧隻数は２１都道県の合計。
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数
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18,709 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3

復旧隻数 9,195 15,308 17,065 17,947 18,257 18,486 18,651 18,679 18,694 18,709

うち岩手 4,217 7,768 8,542 8,805 8,852 8,852 8,852 8,852 8,852 8,852

宮城 3,186 5,358 6,293 6,861 7,106 7,310 7,465 7,465 7,465 7,465

福島 - 256 289 340 358 383 393 421 436 451

東日本大震災からの水産の復旧・復興状況（漁船・養殖）
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被
災
３
県
で
被
害
が
あ
っ
た
産
地
市
場
（
３
４
施
設
）
及
び

再
開
を
希
望
す
る
水
産
加
工
施
設
（
７
７
４
施
設
）

の
業
務
再
開
状
況
（
％
）

水産加工施設

産地市場

（水産加工施設）
・被災３県において、再開を希望する水産加工

施設の９割以上が業務再開。

※1 各年の数字は、H24年が３月末、H25年からH29年は12月末、 H30年は９月末、R１、R２年は
12月末時点。
※2 各年の数字は、H24年が４月末、H25年が12月末、H26年からR１年は２月末、 R２年はＲ３．1
月末時点。R2年に福島県の産地市場が12施設から8施設に集約し、全ての施設が再開したため、
業務再開状況が100％となった。

（産地市場）
・岩手県及び宮城県は、22施設全てが再開。
・福島県は、12施設のうち、４施設が集約され、

8施設全てが再開。

５ 加工流通施設

・再開を希望する水産加工施設の９割以上が業務再開。

業務再開した

418 645 672 705 729 749 754 754 755水産加工施設

（施設）※１

業務再開した
22 23 23 23 23 23 26 27 30

産地市場（施設）※２

65 68 68 68 68 68 

76 79 
100 
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
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※支障のある箇所数が増減するのは、気象海象によりがれきが当該漁場に流入したり、
流出したりするためである。

※各年の数字は３月末時点(R３のみ1月末時点）。

被
災
３
県
で
が
れ
き
に
よ
り
漁
業
活
動
に
支
障
の
あ
る

漁
場
の
う
ち
、
が
れ
き
処
理
済
み
の
漁
場(

％)

が
れ
き
に
よ
り
漁
業
活
動

に
支
障
の
あ
る
漁
場
（
か

所
）定置漁場 958 1,003 1,004 987 992 990 988 988 988 988

うち処理
済み

958 975 976 980 988 988 988 988 988 988

養殖漁場 804 1,071 1,101 1,100 1,129 1,131 1,135 1,135 1,136 1,138

うち処理
済み

801 973 1,045 1,077 1,103 1,116 1,124 1,128 1,130 1,133

養殖漁場

定置漁場

R3内訳 岩手県 宮城県 福島県

定置漁場 100％
（138か所）

100％
（850か所）

要望なし

養殖漁場 100％
（167か所）

99％
（960か所）

100％
（11か所）

６ がれき

・がれきにより漁業活動に支障のあった定置及び養殖漁
場のほとんどで撤去が完了。

東日本大震災からの水産の復旧・復興状況（加工施設・がれき）
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出典
一般社団法人漁業情報サービスセンターHP

（岩手県）
・令和２年の水揚量は震災
前の５割の水準。

・魚種別では、サバは震災前
の１割増となっているが、
アキサケは1割、サンマは２
割の水準。

（宮城県）
・令和２年の水揚量は震災
前の７割の水準。

・魚種別では、サバは震災
前の３割増となっている
が、サンマ・アキサケ・
スルメイカは２割の水準。

（福島県）
・令和２年の水揚量は震災
前の７割の水準。

・魚種別では、サバは震災
前の３割増となっている
が、サンマ・カツオは１
割の水準。

（被災３県）

・令和２年の被災３県の水
揚量は、震災前の７割程
度の水準となっており、近
年は７割で推移。

・魚種別では、サバは震災
前の３割増となっている
が、アキサケは1割、サン
マは２割の水準。
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カツオ

その他

(t)

被災３県の水揚げ状況について
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県名 被災漁港数

陸揚げ岸壁の機能が回復した漁港
（令和３年１月末現在）

被災した漁港施設の復旧率
（復旧済の施設数／被災した施設数）

（令和３年１月末現在）全延長が回復 部分的に回復

岩手 １０８ １０８漁港（１００％） － ９８％（ 1,186/1,210）

宮城 １４２ １３４漁港（ ９４％） ８漁港（ ６％） ９２％（ 1,152/1,253）

福島 １０ １０漁港（１００％） － ９９％（ 149/   151）

茨城 １６ １６漁港（１００％） － １００％（ 92/     92）

その他 ４３ ４３漁港（１００％） － １００％（ 133/   133）

計 ３１９ ３１１漁港（ ９７％） ８漁港（ ３％） ９６％（2,712/2,839）

被災後 復旧後

岸壁の復旧状況（岩手県音部漁港）復旧岸壁での水揚げ（宮城県女川漁港）

○ 平成２９年度に、被災した漁港の全てで陸揚げ機能が回復（部分的に回復した漁港を含む。）。
○ 令和３年１月末現在、被災した漁港施設の９６％が復旧済。

漁港施設の災害復旧工事の実施状況

漁港の復旧状況について
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漁船漁業の復旧・復興について

全国さんま棒受網地域漁業復興プロジェクト
さんま棒受網漁船 （岩手県大船渡市）

ＬＥＤ漁灯を活用した燃油消費量の削減、抵抗を受けない船形及び低燃費主
機関の導入よる低コスト化を図るとともに、漁獲直後に船上で箱詰めを行い漁
獲物の付加価値の向上を目指す。

地域の漁業者が新しい操業形態の導入など、安定的な水産物
の生産体制を構築する場合、必要な経費（人件費、燃油費、販
売費など）を支援。（操業費用等経費の１/２等）

活 用 事 例

＜漁業・養殖業復興支援事業＞

漁船 船団・定置網

○北海道 ９隻
○青森県 １隻 ２ヶ統
○岩手県 ６隻 ７ヶ統
○宮城県 ８９隻 １ヶ統
○福島県 ２７隻 ６ヶ統
○茨城県 １１ヶ統
○千葉県 ３ヶ統
○富山県 １隻

計 １３３隻 及び ３０ヶ統

がんばる漁業復興支援事業の認定を受けた漁船

※「ヶ統」とは、船団や定置網を数える単位

（令和３年１月末時点）

漁船などに被害を受けた漁業者のために、漁業協同組合など
が漁船、定置網などの漁具を導入する場合に、国は、事業費の
１／３を補助し、あわせて都道府県が事業費の１／３以上を補助。

活 用 事 例

採介藻漁船※（岩手県宮古市）
平成23年7月、漁協から漁業者
に引渡し。

※船上からヤス等を用いて貝類や海藻を
採捕するための漁船

＜共同利用漁船等復旧支援対策事業＞

定置漁船 （岩手県釜石市）
岩手県釜石東部漁協が復旧した大型定置
の網起しの漁船（１９t）。
主として、三陸で重要な魚種である「秋サ
ケ」を水揚げする。

※１ 「ヶ統」とは、定置網を数える単位

漁船 定置網※１

○北海道 ２２隻
○青森県 ８２隻 ９ヶ統
○岩手県 ６，４８５隻 ２２９ヶ統
○宮城県 ３，４８６隻 １７８ヶ統
○福島県 ２４７隻※２

○茨城県 ２隻 １ヶ統
○富山県 ６隻
○三重県 ６ヶ統

計 １０，３３０隻及び４２３ヶ統

共同利用漁船等復旧支援対策事業の実績

（令和３年１月末時点）

※２ R７（2025年）までに40隻（見込み）の復旧を計画。

 平成27年度末までに福島県以外の被災道県については漁船復旧が完了。

 平成28年度以降は原発事故の影響で復旧が遅れている福島県について被災地の要望を踏まえ回復を目指している。
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八戸

塩竃
東松島

【漁船漁業】 認定11件（６隻及び７ヶ統）
平成23年 １件（大船渡市）
平成24年 ３件（宮古市・釜石市、大槌町、大船渡市）
平成25年 ５件（宮古市・釜石市、山田町、田野畑村、

大船渡市）
平成27年 １件（大船渡市）
平成28年 １件（宮古市・釜石市）

【養殖業】 認定41件（493経営体）
平成24年 32件（宮古市、山田町、大槌町、釜石市、

大船渡市、陸前高田市）
平成25年 ７件（山田町、釜石市、大船渡市）
平成26年 ２件（大船渡市）

【漁船漁業】 認定21件（89隻及び１ヶ統）
平成23年 ４件（気仙沼市、女川町）
平成24年 ８件（石巻市、気仙沼市、女川町、亘理町）
平成25年 １件（石巻市）
平成26年 １件（石巻市）
平成27年 ４件（気仙沼市、女川町、石巻市）
平成28年 ２件（気仙沼市、女川町）
令和２年 １件（石巻市、塩竃市、女川町）

【養殖業】 認定32件（469経営体）
平成23年 １件（東松島市）
平成24年 26件（気仙沼市、南三陸町、女川町、石巻市、

東松島市、塩竃市、七ヶ浜町、亘理町）
平成25年 ４件（南三陸町、女川町、石巻市）
平成26年 １件（県下全域）

岩 手 県

【漁船漁業】 認定４件（10隻）
平成23年 １件(北部太平洋大中型まき網・全体計画)
平成24年 ２件(全国さんま棒受網・全体計画、

北海道根室市)
平成27年 １件（富山県魚津市）

【養殖業】 認定２件（19経営体）
平成24年 １件（三重県志摩市）
平成25年 １件（三重県南伊勢町）

宮 城 県

【漁船漁業】 認定７件（11ヶ統）
平成23年 １件（神栖市）
平成24年 ２件（北茨城市、神栖市）
平成26年 １件（北茨城市）
平成27年 ３件（北茨城市、神栖市）

福 島 県

その他

【漁船漁業】 認定54件、133隻及び30ヶ統
【養殖業】 認定75件、981経営体

※予算額 818億円（平成23年度３次補正）
106億円（平成24年度当初）

宮古
山田

大槌
釜石

大船渡
陸前高田

気仙沼
南三陸
女川
石巻七ヶ浜亘理

いわき

北茨城

神栖
銚子

九十九里

千 葉 県
【漁船漁業】 認定２件（３ヶ統）
平成24年 ２件（銚子市、九十九里町）

東京電力
福島第一原発

三重県

志摩

根室

北海道

漁業・養殖業復興支援事業 復興計画認定状況（令和３年１月末時点）漁業・養殖業復興支援事業 復興計画認定状況（令和３年１月末時点）

【漁船漁業】 認定３件（１隻及び２ヶ統）
平成23年 １件（八戸市）
平成24年 １件（八戸市）
平成25年 １件（八戸市）

青 森 県

田野畑

南伊勢

【漁船漁業】 認定６件（27隻、６ヶ統）
平成23年 ２件（いわき市）
平成28年 １件（いわき市）
令和元年 ３件（相馬市、いわき市）

茨 城 県

魚津

富山県

相馬
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売上の回復状況

資料：令和２年１月 水産庁調べ

売上が戻っていない理由

水産加工業の復興状況について

茨城県
（32件）

福島県
（18件）

宮城県
（71件）

岩手県
（16件）

全体
（161件）

青森県
（11件）

千葉県
（13件）

５県（千葉県以外）
（148件）

3%

6%

3%

9%

3%

3%

4%

6%

3%

2%

8%

6%

6%

2%

2%

6%

11%

3%

13%

5%

5%

13%

6%

4%

6%

9%

7%

6%

8%

3%

11%

13%

6%

9%

9%

15%

9%

17%

6%

6%

27%

9%

10%

15%

9%

17%

11%

19%

11%

12%

8%

22%

6%

15%

19%

9%

16%

15%

31%

6%

11%

14%

13%

9%

11%

13%

15%

22%

11%

27%

13%

36%

23%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
10％未満 10％以上20％未満 20％以上30％未満

30％以上40％未満 40％以上50％未満 50％以上60％未満

60％以上70％未満 70％以上80％未満 80％以上90％未満

90％以上100％未満 100％以上

50 %

50 %

14%

3%

11%

11%

15%

13%

10%

11%

36%

30%

50%

39%

19%

13%

33%

33%

21%

20%

17%

19%

13%

15%

16%

14%

37%

28%

11%

27%

63%

25%

24%

10%

11%

9%

15%

10%

9%

14%

13%

4%

6%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生産能力（施設）の不足 販路の不足・喪失・風評被害
人材の不足 原材料の不足
運転資金の不足 その他

茨城県
（30件）

福島県
（18件）

宮城県
（54件）

岩手県
（26件）

全体
（150件）

青森県
（８件）

千葉県
（14件）

５県（千葉県以外）
（136件）

 被災地の水産加工業の復興状況について、令和２年１月にアンケート調査を実施。

 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の５県全体で、売上が８割以上回復した業者は50％であり、前回の結果よりも向上したものの、
依然として売上の回復が遅れている。（前回（第６回：42％））

 売上が戻っていない理由は、５県全体では販路の不足・喪失・風評被害が33％で最も多く、千葉県を含めた６県でも同様。

 県別では、青森県、岩手県、茨城県では原材料の確保（63％、27％、37％）、その他の３県（宮城県、福島県、千葉県）では販路の不
足・喪失・風評被害（39％、50％、36％）がそれぞれ最も多く挙げられている。
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 ほとんどの漁場では、がれき撤去が完了。

 がれきの残る一部の漁場（宮城県、福島県）について、引き続き支援を実施。

これまでの主な取組

（漁業者による撤去作業） （専門業者による撤去作業）

○漁業者による取組

○専門業者による取組

平成23年度から平成31年度までに、岩手県、宮城県、福島県及び神奈川県
の４県において約103,839トン（容積量をトン数に換算）のがれきを撤去。
令和２年度は、令和３年1月末現在で岩手県、宮城県、福島県において約
282トン（容積量をトン数に換算）のがれきを撤去。

岩手県、宮城県及び福島県の定置及び養殖漁場において、ほとんどの漁場でがれきの撤去が完了。
がれきの残る一部の漁場（定置及び養殖漁場を含む。）において、引き続き撤去を実施。

○漁場生産力向上のための技術開発調査等

平成24年度末までに藻場・干潟、沿岸漁場等の回復状況等の調査を実施し、この結果を踏まえ、平成25年度からは被災漁場
において沿岸漁業・養殖業を円滑に行うための改良漁具、漁場機能回復技術の開発等を実施（平成27年度まで）。

 定置漁場、養殖漁場、底びき網漁場を中心にがれき撤去が漁業・養殖業の再開に寄与した。

 漁場生産力向上のための技術開発調査等では、改良底びき漁具による効率的な漁獲方法等が明らかになった。

 令和2年度までは操業に支障のある漁場についてがれきの撤去を継続して実施。
 令和3年度以降については、漁場のがれき撤去の取組を引き続き支援。

これまでの成果

今後の主な取組

漁場の復旧について
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漁港の概要
● 岩手県大船渡市、第３種、県管理

～本復旧工事の実施状況～ ～漁業活動の再開状況～

位置図

盛岡

岩手県

大船渡漁港

復旧の概要

● 令和3年１月末現在、被災岸壁延長3,512mのうち、3,399mが復旧完了

（97%）。陸揚げ岸壁については、全ての施設が利用可能。

● 今後、残された護岸等の早期復旧に取り組む。

● 平成28年2月に「大船渡新魚市場」が完成し、全ての施設で供用を開始。

施工前（岸壁の沈下） 施工後（岸壁嵩上げ）

岸壁嵩上げ後 漁船係留状況

満潮時冠水解消

水揚げが可能に!!

かき種苗間引き(H28.5)

さんま水揚げ(H28.10)

さば水揚げ(H28.7)大船渡新魚市場(H27.7)

漁港の復旧の事例（大船渡漁港（岩手県大船渡市））

被災当時の状況
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復旧の概要

● 令和３年１月末現在、被災岸壁延長4,066mのうち、3,1３２mが復旧完了

（約8割） 。主要な陸揚げ岸壁については、水産庁が災害復旧の代行工事を実

施し、平成26年10月に復旧完了し全ての施設が利用可能。

● 今後、残された臨港道路等の早期復旧に取り組む。

● 魚市場の整備は平成3１年3月に完了（４月上旬供用開始）。

漁港の概要
● 気仙沼漁港：宮城県気仙沼市、特定第３種、県管理

～本復旧工事の実施状況～ ～漁業活動の再開状況～

岸壁の復旧工事

施工前

施工後

津波による
岸壁流出

施工前

施工後

岸壁の嵩上げ復旧 岸壁の嵩上げ復旧

前面側に変位し、沈下

サンマの水揚げ

セリの様子

平成23年6月19日 朝日航洋(株)撮影

位置図

気仙沼漁港

仙台

宮城県

被災当時の状況

漁港の復旧の事例（気仙沼漁港（宮城県気仙沼市））
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復旧の概要

● 令和３年1月末現在、被災岸壁延長3,346mについては、ほぼ復旧が完了。

主要な陸揚げ岸壁については、水産庁が災害復旧の代行工事を実施し、平成26年

10月に復旧完了し全ての施設が利用可能。

● 今後、残された防波堤等の早期復旧に取り組む。

● 水産物の高度衛生管理に対応した魚市場が平成２７年９月に完成（石巻市）。

漁港の概要
● 石巻漁港：宮城県石巻市、特定第３種、県管理

～本復旧工事の実施状況～

位置図

仙台

宮城県

石巻漁港

～漁業活動の再開状況～

完成した魚市場内
のセリの様子

施工前 満潮時に海水が
流入し、冠水

施工後

道路の嵩上げ復旧

臨港道路の復旧工事
石巻市魚市場(H28.1)

岸壁の復旧工事

施工後

施工前 岸壁が沈下

岸壁の嵩上げ復旧

平成23年6月9日 朝日航洋(株)撮影

被災当時の状況

漁港の復旧の事例（石巻漁港（宮城県石巻市））
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魚市場（原釜地区）の被災

漁港全景写真(H29.3）

復旧の概要

● 平成２９年３月に、被災した岸壁（延長２，６６０m）全ての復旧が完了済。

● 防砂堤等については、平成30年7月に復旧完了。

● 海水浄化施設、給油施設、魚市場等の共同利用施設については、完成。

漁港の概要
● 松川浦漁港：福島県相馬市、第３種、県管理

～漁業活動の再開状況～

魚市場での荷捌き

岸壁の被災 岸壁の復旧

～本復旧工事の実施状況～

魚市場（H28.9供用開始）

漁港の復旧の事例（松川浦漁港（福島県相馬市））

福島県

松川浦漁港

福島市

位置図
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養殖業の復旧・復興について

たろうちょう

岩手県（田老町漁協）
震災で、田老町漁協に所属するワカメ養殖業者の

養殖施設６１９台全てが被災したが、養殖施設につい
ては、平成２５年１２月末までに再開希望者の施設の
復旧が完了した。

平成２３年秋からワカメ養殖を再開し、平成２７年以
降、養殖施設数が被災前の約７割である中、適正な
密度及び収穫時期等の養殖により、生産量は、平均
的に被災前の８割以上を確保している。

なお、震災で被災した加工施設、冷蔵施設、資材庫、
計１５棟については、４棟に集約し、ボイル等の加工
作業の効率化や、製品の均質化を図っている。

収穫

陸揚げされた養殖ワカメ

ワカメの加工作業（くき取り） 加工ワカメ製品

ワカメ加工場

ワカメ養殖施設

出典：岩手県

出典：田老町漁協 出典：田老町漁協

出典：田老町漁協

出典：田老町漁協

ワカメ養殖業における復旧事例

震災前

（H22）
H26.

2-4月
H27.

2-4月
H28.

2-4月
H29.

2-4月
H30.

2-4月
H31

2-4月

生産量
(トン：割合)

1,784 1,253 70% 1,530 86% 1,498 84% 1,582 89% 1,565 88% 1,221 68%

生産額
(百万円：割合)

193 93 48% 134 69% 159 82% 213 110% 206 107% 188 97%

注：共販関係統計資料（JF岩手漁連）

（参考）田老町漁協におけるワカメの生産量と生産額の推移

 平成２９年６月末で岩手県、宮城県における養殖業再開希望者の養殖施設の整備が完了
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いしのまきわん

宮城県（宮城県漁協石巻湾支所）

震災で、宮城県漁協石巻湾支所に所属する
カキ養殖業者の養殖施設１，２５３台全てが被
災したが、平成２３年１０月からカキ養殖を再開
し、養殖施設については、平成２７年１２月末ま
でに再開希望者の施設の復旧が完了した。

直近の令和元年度漁期では、生産量は震災
前の７１％、生産額は震災前の９５％まで回復
した。

収穫

養殖中のカキ

カキのむき身作業 むき身カキの洗浄作業

共同カキ処理場

カキ養殖施設

出典：宮城県

出典：宮城県

出典：宮城県 出典：宮城県

出典：宮城県

328 100% 261 80% 212 65% 301 92% 282 86% 287 88% 287 88% 234 71%

427 100% 254 59% 354 83% 422 99% 270 63% 357 84% 417 98% 404 95%

注：宮城県漁協共販実績より作成

震災前
（H22）

H25.9
～H26.5

H26.9
～H27.5

H27.9
～H28.5

H28.9
～H29.5

H29.9
～H30.5

H30.9
～R1.5

R1.9
～R2.5

（参考）宮城県漁協石巻湾支所におけるカキの生産量と生産額の推移

カキ養殖業における復旧事例
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製氷・貯氷施設の活用事例

＜製氷・貯氷施設＞
○施設の整備箇所 宮城県気仙沼市
○総事業費 ： １，９８５，３００千円

（国費 ： １,３２３，５３３千円）
○事業実施主体： 気仙沼漁業協同組合
○完成年月日 ： 平成２４年１０月２２日
○施設の規模、能力

製氷 １１０㌧／日
貯氷 ３，７００㌧

＜鮮度保持施設＞
○施設の整備箇所：宮城県石巻市
○総事業費：1,257,306千円（国費：864,397千円）
○事業実施主体：渡波水産加工業協同組合
○完成年月日：平成26年５月31日
○施設の規模、能力
冷凍・凍結庫30㌧／日、立体自動冷蔵庫3,920㌧
自動製氷 20㌧／日、自動貯氷庫75㌧

水産加工・流通施設の活用事例

水産加工・流通施設の復興事例
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平成26年から、東北の⽔
産物に詳しく、商品開発や
販路開拓のノウハウに⻑け
た者を「復興⽔産販路回復
アドバイザー」に任命。
アドバイザーは、55名任
命（令和２年11⽉末現
在）されており、個別相談
や新商品開発等を⽀援。

復興⽔産販路回復アドバイザー

⽔産加⼯業者等を対象に平成27年度
から令和元年度までに、仙台で５回
開催。
ブース展⽰や個別商談会、販路回復
や輸出、⽔産物の安全性をテーマに
セミナー等を実施。

令和２年度は、新型コロナウィルス
感染症の影響により、展⽰商談会に
代わり、WEB商談会を開催。
バイヤー16社、サプライヤー24社が
参加し、52商談を実施。

東北復興⽔産加⼯品展⽰商談会

アドバイザーによる個別指
導を踏まえた、新商品開発
等の取組に必要な加⼯機器
整備費、マーケティング経
費等を⽀援。

販路回復のための機器整備

復興水産加工業等販路回復促進事業復興水産加工業等販路回復促進事業
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福島県産⽔産物の美味しさと魅⼒について、
多くの消費者に知ってもらえるよう、東京
都や埼⽟県などの⼤型量販店において、
「福島鮮⿂便」として常設で販売し、専⾨
の販売スタッフが安全・安⼼と美味しさを
PR。令和２年度は13店舗で実施。

福島鮮⿂便

⾸都圏の外⾷店において、「ふくしま常磐
ものフェア」を開催し、ヒラメやメヒカリ
などを各店舗の料理⼈により、期間限定の
オリジナルメニューとして提供し、福島県
産⽔産物の魅⼒と美味しさをPR。令和２
年度は５回、延べ141店舗で開催。

ふくしま常磐ものフェア

福島県水産物競争力強化支援事業福島県水産物競争力強化支援事業
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8

調
査
実
施

>100 Bq/kg

≦100 Bq/kg

調査強化

自治体が中心となって調査計画策定

調査対象魚種
 主要生産物
 50 Bq/kg超と

なったことのある
品目

調査区域
 県域を区分
 各区域ごとの主要水

揚げ港で検体採取

調査頻度
 原則週1回
 漁期前の検査

（季節性のある魚
種等）

近隣県の
調査結果 基準値に近い値

【出荷制限等の実効性確保】
・対象魚種の水揚げは行わない（調査用検体を除く）。
・水揚げ港において市場関係者がこれを確認。

出荷自粛要請
出荷制限指示
・1地点のみで基準値超え
となった場合は各自治体
の要請による出荷自粛。
・生息地域の広がりがあ
ると考えられる場合は国
の指示による出荷制限。

出荷
基準値に近い値となった場
合、出荷を自粛する自治
体・漁業団体もある。

水産物の放射性物質調査について

 主要生産品目及び前年度に50 Bq/kg超となった品目について調査を実施。

 基準値に近い値が出た時や近隣県で高い値が出た時には、調査を強化。

 基準値超過時には、自治体の要請による出荷自粛や原子力災害対策本部長による出荷制限指示を実施。

 原発事故に伴う水産物の輸入規制が継続しており、検査により安全性を示していくことが必要。
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水産物の放射性物質調査について（海産種）

（検体） （超過率）

 原発事故直後の2011年３-6月期には検体の約21%が100Bq/kgを超過していたが、その後、基準値を超えるものは時間の経
過とともに減少する傾向。

総検体数： 137,609 検体
100Bq/kg超の検体数： 2,276  検体

100Bq/kg以下の検体数： 135,333 検体
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【参考】調査結果の内訳（海産種） 令和３年3月31日現在

福島県

福島県以外

（超過率）（検体）
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水産物の放射性物質調査について（淡水種）

出荷制限・出荷自粛対象種（令和３年3月31日時点）
イワナ（宮城県、福島県、群馬県の一部水域）、ヤマメ・ウグイ（宮城県、福島県、群馬県の一部水域）
コイ（福島県、群馬県、千葉県の一部水域）、ウナギ（福島県、茨城県、千葉県の一部水域）
アユ・フナ・養殖ホンモロコ・養殖ドジョウ・モクズガニ（福島県の一部水域・地域）
ブラウントラウト（栃木県の一部水域）、アメリカナマズ（茨城県の一部水域）
ギンブナ・モツゴ（千葉県の一部水域）

（検体） （超過率）

 原発事故直後の2011年4-6月期には検体の約37％が100Bq/kgを超過していたが、基準値を超えるものは時間の経過とともに
減少する傾向。
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【参考】調査結果の内訳（淡水種） 令和３年3月31日現在

福島県

福島県以外

（検体） （超過率）

66 109 
116 81 

173 179 127 
88 

238 

180 
136 

72 

282 

346 

206 
77 

207 
203 

121  97 

239 

251 
129 78 

243 

312 
127 

60 

343 
328 

155 
78 

407 

547 

145 
80 

312 
247 

123 96 
54

47
24

48

59
15

8
6

30

17
8

2

19
5

1

2

2 3

2
0

1 0

3
0

2

0

6

0

2 0

3

0

3

0

1

0

0

0

0
0

45.0%

17.1%
37.2%

7.7% 6.4%

8.6%

2.7%
1.4%

2.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0%

50%

100%

    0

   100

   200

   300

   400

   500

   600

4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

100Bq/kg超
100Bq/kg以下

超過率

49  77  58 

298 

924 
716 

482 438 

865 

888 

523 
297 

780 
645 

439 350 

667 512 
298 304 

454 
512 

278 286 

474 
398 

241 
187 

424 

363 
225 192 

324 288 
189 204 

286 364 244 
150 13 23

8

70

106

35

9 13

18 12

14

8

9

7

2
5

3

3

1 0

4
2

0 1

0
2

1
0

0
0

0 0

2 0
0 0

1
0

0
0

21.0%12.1%
10.3%

1.8% 2.0% 2.6% 1.1% 0.5% 0.4% 0.3% 0.9% 0.0% 0.0%
0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0%

50%

100%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3 4‐6 7‐9 10‐12 1‐3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

100Bq/kg超
100Bq/kg以下

超過率



25

 福島県及び隣接県沿岸の海水・海底土中の放射性セシウム濃度は低下傾向。

①

②

③

福島第一原発

（原子力規制委員会・文部科学省作成資料を基に水産庁で編集）

①
海水（Bq/L）

210

1.3

①

海底土（Bq/kg乾土）

170

1.0

②

960

2.6

③

5.1

20 ②

9.2 ③

海水・海底土のモニタリング調査について

0.0014

0.0016

0.0014
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福島県の漁業再開に向けた取組について

販売時の放射性物質検査の概要

漁

業

者

加工業者
流
通
業
者

消

費

者

漁獲物の流れ
・漁連が中心になって、放射性物質の検査、

販売物の管理等を実施。

○ 販売に当たっては、①生鮮品については、水揚げ時、
②加工品については、水揚げ時と加工後の２回、放射性
物質の簡易検査を実施。

○ 検査結果等、福島県沖での操業の詳細は福島県漁連
のＨＰで随時公開。

http://www.fsgyoren.jf-net.ne.jp/siso/sisotop.html

◆福島県における漁業再開に向けた取組

漁獲物
を検査

操 業 海 域 ( 令 和 ３ 年 ４ 月 現 在 )

加工品を検査

◆各漁法の許可の内
容や漁業権等のルー
ルに基づいて操業が
行われています。

操業は福島第一
原子力発電所の
半径10km圏内を

除く福島県沖で行
われています。

 福島県沖における操業自粛が長期化する中、平成24年２月下旬に福島県漁連が福島県地域漁業復興協議会を設置｡

 平成24年６月下旬から､放射性物質の値が低い種について試験的な操業・出荷を実施。

 令和３年度から試験操業を終了し、本格操業に向けて更に水揚げの拡大を図っている。
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沿岸漁業（属地・沖底含む）及び海面養殖業の水揚量

操業日数や操業時間の増加
による拡大が必要
他方、漁獲量増加に伴う
魚価低下が懸念

〇 目標を定め、計画的な漁獲拡大
〇 価格を支えるための流通・消費の拡大
〇 風評払拭のための様々な情報発信
〇 増えた資源の持続的利用方策も必要

福島県の水揚量について

 令和2年水揚量は震災前の17.5％程度で､水揚量の増加が課題。

 令和２年9月より、相馬双葉地区では「がんばる漁業復興支援事業」を活用し

 沖合底びき網漁業の水揚量回復を目指した取組を開始。５年後に震災前の５割以上を目指すこととしている。

⽔揚量の
回復を⽬指す
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・水産庁HPにおいて、水産物中の放射性物質の検査結果や、基準値の超過率等につい
て情報提供
○水産庁HP（http://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html）

・消費者が放射能と魚に関わる内容を理解するための入門書を作成
・放射能と魚に関わる重要な質問を15に絞り、その回答を１ページに収めて解説
・パンフレット版を作成し、展示会等への説明や配布にも活用
○国立研究開発法人水産研究・教育機構HP
（http://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/radioactivity_pamphlet2018/cover_index.html）

・原発事故以降のモニタリング検査等の取組を総括し、解説した「読めばわかる」報告書
の作成

･消費者から専門家まで理解・活用できる内容 （魚種別の傾向、海洋モニタリングの情
報、水産物の汚染 メカニズムに係る調査研究等）
･英語版を作成し、外国政府等への説明にも活用
○水産庁HP（ http://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/attach/pdf/kekka‐240.pdf ）

令和元年6月25日東北復興水産加工品展示商談会での
セミナーの様子

・東北復興水産加工品展示商談会、ジャパンインターナ
ショナルシーフードショー、シーフードショー大阪、スー
パーマーケットトレードショー、各地消費地でのセミナー

・Ｆｉｓｈ－１グランプリ（プライドフィッシュ料理・ファスト
フィッシュ商品のコンテスト）での展示及び説明 等

説明会等の実施状況

水産物の放射性物質検査に係る報告書
（平成29年10月更新）

放射能と魚のQ＆A（平成30年5月更新）

放射性物質調査の実施・情報提供

風評被害対策について

・食品の放射性物質検査の仕組みや水産物中の放射性セシウムの分析状況等を分かりやすくまとめたパンフレットを作成
・展示会等への説明や配布にも活用
○水産庁（http://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/saigai/attach/pdf/index-111.pdf）

外国語版（http://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/saigai/attach/pdf/index-98.pdf）
（英・中・韓・タイ）

知ってほしい放射性物質検査の話（令和3年3月発行）

 水産物の信頼確保のため、関係都道県や業界団体と連携して、放射性物質調査を実施。平成23年３月から、調査の結果やQ&Aを日本語及び英

語でホームページに掲載し、正確でわかりやすい情報提供を実施。

 「水産物の放射性物質検査に係る報告書」をとりまとめるとともに、英語版も作成・公表。また、国立研究開発法人水産研究・教育機構等と協力し

て、一般消費者向けのなじみやすいパンフレット（放射能と魚のQ＆A、知ってほしい放射性物質検査の話）も作成し、消費者等への説明に活用。

 消費者、加工業者など様々な関係者に対して、説明会等を実施。（令和３年３月31日現在で計169回）
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 原発事故に伴い諸外国・地域において講じられた輸入規制は、政府一体となった働きかけの結果、緩和・撤廃される動き。

 規制を設けた54の国・地域のうち、39の国・地域で輸入規制を撤廃、15の国・地域で輸入規制を継続。（2021年3月17日現在）

原発事故による諸外国・地域による食品等の輸入規制について
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【参考】諸外国による水産物の輸入規制について（抜粋）

一部の都県等を対象に食品等の輸入停止を継続している６の国・地域について、
水産物に係る規制内容は以下のとおり。（2021年１月29日現在）

地域 水産物の規制内容

香港 福島、茨城、栃木、群馬、千葉 放射性物質検査証明書が必要

福島、宮城、茨城、栃木、群馬、
埼玉、千葉、東京、長野、新潟

輸入停止

上記以外 放射性物質検査証明書と産地証明書が必要

福島、茨城、栃木、群馬、千葉 輸入停止

岩手、宮城、東京、愛媛 放射性物質検査報告書と産地証明書が必要

上記以外の府県 産地証明書が必要

青森、岩手、宮城、福島、茨城、
栃木、群馬、千葉

輸入停止

北海道、東京、神奈川、愛知、
三重、愛媛、熊本、鹿児島

放射性物質検査証明書が必要
（※養魚用飼料及び魚粉に限り、放射性物質検査証明
書を添付すれば、青森・岩手・宮城・千葉も輸入対象）

上記以外の府県 産地証明書が必要

福島 輸入停止

宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、
千葉、東京、新潟、長野

放射性物質輸入規制に関する申告書が必要

米国 日本で出荷制限措置がとられている品目について、県単位で輸入停止

中国

台湾

マカオ

韓国
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【参考】東京電力による賠償（東京電力ＨＰより抜粋）

※水産関係賠償額は表中金額の内数
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【参考】原子力に関する広報等事業（資源エネルギー庁）
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【参考】原子力災害による被災事業者の自立等支援事業（資源エネルギー庁）



【水産物の自給率の推移】 

令 和 ３ 年 ４ 月



○ 我が国の食用魚介類の自給率は、かつては100％を超えていた（ピークは昭和39年度の113％）が、200海里
時代の到来により、遠洋を中心として漁業生産量が減少したこと、同時期に円高の進行等を背景として水産物
輸入量の増大に拍車がかかったことなどによって低下し、平成12年度には53％となった。

  その後世界的に水産物需要が増大する中で輸入量が減少に転じたことから、平成15年度より上昇基調に転じ
ていたが、東日本大震災の影響により平成23年度、24年度は低下。平成25年度にはやや回復したものの、27
年度には微減し、59％となっている。 

１ 

長期的な食用魚介類の自給率の推移 

資料：農林水産省「食料需給表」 

注：26年度までは確定値、27年度は概算値。 



２ 
資料：農林水産省「食料需給表」 
注：26年度までは確定値、27年度は概算値。 

　自給率、生産量・消費量の動向 

食用魚介類 
の実績┐ 

│ 
魚介類全体
の実績 

目標┐ 

目標┐ 

○ 現行基本計画における平成34年度の食用魚介類の自給率目標は70％、非食用分を含む魚介類全体の自給
率目標は60％。

○ 食用魚介類、非食用分を含む魚介類全体の自給率はともに、中長期的には緩やかな上昇基調にはあるもの
の、平成23年度以降は目標ラインを下回って横ばいで推移。

平成３４年度における自給率目標と実績 

（１） 食用魚介類と魚介類全体（非食用分を含む）

12年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
(概算値) 

34年度 
目標 

自給率 
食用 53% 53% 53% 57% 55% 57% 60% 62% 62% 62% 62% 58% 57% 60% 60% 59% 70% 

全体 53% 48% 47% 50% 49% 51% 52% 53% 53% 53% 55% 52% 52% 55% 55% 54% 60% 

年度 



○ 自給率の構成要素である魚介類の生産量及び消費量は、
① 生産量は、食用、全体ともに目標ラインを下回って推移。
② 消費量は、食用、全体ともに目標ラインを下回って推移。
○ 食用魚介類、魚介類全体ともに生産量の目標と消費量の目標は達成できていない状況。

３ 
資料：農林水産省「食料需給表」 
注：26年度までは確定値、27年度は概算値。 

平成34年度における生産量の目標と実績 平成34年度における消費量の目標と実績 

食用魚介類┘ 
の実績 

魚介類全体┘ 
の実績 

目標┐ 

目標┐ 

食用魚介類┘ 
の実績 

魚介類全体┘ 
の実績 

┌目標 

┌目標 

単位：万トン 

12年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 

〈概算値〉 
34年度 
目標 

生産量 
食用 452 469 455 471 442 449 442 450 443 430 417 379 377 370 378 362 449 

全体 574 549 519 549 518 515 513 510 503 487 478 433 433 429 430 418 515 

消費量 
食用 853 881 859 820 800 786 742 727 715 692 677 656 661 621 628 614 646 

全体 1,081 1,139 1,115 1,090 1,052 1,020 989 955 942 915 870 825 830 787 789 767 853 

年度 



自給率 
16年度 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 
(概算値) 

34年度 
目標 

65％ 65％ 67％ 71％ 71％ 72％ 70％ 62％ 68％ 69％ 67％ 70％ 73％ 

平成３４年度における海藻類の自給率目標と実績 

○ 平成34年度の海藻類の自給率目標は73％。

○ 海藻類の自給率は中長期的には緩やかな上昇基調で推移。平成23年度に落ち込んだ後、回復基調であ
るものの、近年は目標ラインをやや下回って推移。

４
４ 

資料：農林水産省「食料需給表」 
注：26年度までは確定値、27年度は概算値。 

└海藻類
の実績 

└目標 

（２） 海藻類

平成３４年度における自給率目標と実績 

年度 



平成３４年度における生産量の目標と実績 

○ 自給率の構成要素である海藻類の生産量及び消費量は、両者とも23年度大幅に減少し、その翌年に回復し
た後は、減少傾向に転じ、目標ラインをやや下回って推移。

５ 

平成３４年度における消費量の目標と実績 

資料：生産量については農林水産省「漁業・養殖業生産統計」、消費量については農林水産省「食料需給表」 
注：26年度までは確定値、27年度は概算値。  

└海藻類
の実績 

└目標 

└目標 

海藻類 
┌の実績 

単位：万トン 

16年度 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 

(概算値) 
34年度 
目標 

生産量 60 61 60 62 56 56 53 44 54 50 47 49 53 

消費量 93 95 90 88 79 78 76 71 79 74 70 71 73 

年度 年度 



＜参考＞ 自給率の算定方法 

６

※ 国内消費仕向量＝国内生産量＋輸入量－輸出量±在庫増減

自給率（重量ベース）の算出方法 
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